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は
じ
め
に

日
本
中
世
禅
林
に
お
い
て
、
そ
の
作
品
が
愛
玩
さ
れ
た
中
国
文
人
に
柳
宗
元
が
い
る
。
柳

宗
元
の
作
品
は
、
南
北
朝
時
代
を
経
て
室
町
時
代
末
期
に
な
る
に
つ
れ
、
韓
愈
よ
り
も
重
視

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
今
に
な
お
そ
れ
ら
に
対
す
る
禅
僧
の
解
釈
が
残
さ
れ
て

い
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
現
存
す
る
禅
僧
の
柳
文
解
釈
を
用
い
て
、﹁
乗
桴
説
﹂
が
ど
の

よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
本
稿
で
は
、
さ
ら
に
﹁
送
薛
存
義
之
任
序
﹂

に
つ
い
て
、
禅
僧
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
を
し
て
い
た
か
検
討
す
る
。

一
、
禅
林
に
お
け
る
「
送
薛
存
義
之
任
序
」
解
釈

﹁
送
薛
存
義
之
任
序
﹂
は
、柳
宗
元
の
作
品
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
勿
論
の
こ
と
、﹃
古

文
真
宝
﹄や﹃
文
章
軌
範
﹄に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。﹃
柳
宗
元
集
﹄は
巻
二
十
三
、﹃
古
文
真
宝
﹄

は
巻
三
の
序
類
、﹃
文
章
軌
範
﹄
は
巻
三
の
小
心
文
（
細
微
の
点
に
ま
で
周
到
の
注
意
を
な
し
、

精
錬
微
妙
の
筆
力
で
綿
密
に
議
論
し
た
文
章
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

禅
僧
の
柳
文
解
釈
と
し
て
は
、建
仁
寺
両
足
院
に
所
蔵
さ
れ
る﹃
柳
文
抄
﹄（
以
下﹃
柳
文
抄
﹄

と
呼
称
）が
あ
る
。ま
た
各
機
関
に
所
蔵
さ
れ
る
五
山
版﹃
新
刊
五
百
家
註
音
弁
唐
柳
先
生
集
﹄

四
十
五
巻
（
以
下
﹃
五
百
家
本
﹄
と
呼
称
）
に
は
作
品
の
注
解
に
関
す
る
書
き
入
れ
が
残
っ

て
い
る
。﹁
送
薛
存
義
之
任
序
﹂
に
お
い
て
禅
僧
の
書
き
入
れ
が
顕
著
に
残
っ
て
い
る
﹃
五
百

家
本
﹄
に
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
﹃
五
百
家
本
﹄（
以
下
﹃
民
博
本
﹄
と
呼
称
）・
東
北

大
学
蔵
﹃
五
百
家
本
﹄（
以
下
﹃
東
北
本
﹄
と
呼
称
）
が
あ
る
。

禅
僧
は
﹃
古
文
真
宝
﹄
に
つ
い
て
も
多
く
の
抄
物
を
残
し
て
い
る
。
比
較
的
容
易
に
見
る

こ
と
の
で
き
る
﹃
古
文
真
宝
﹄
の
抄
物
と
し
て
、
笑
雲
清
三
が
諸
抄
を
編
集
し
た
も
の
（
校

注
漢
文
叢
書
所
収
。
以
下﹃
笑
雲
抄
﹄と
呼
称
）、桂
林
徳
昌
が
講
じ
て
一
元
光
演
が
聞
き
取
っ

た
も
の
（
続
抄
物
資
料
集
成
所
収
。﹃
一
元
抄
﹄
と
呼
称
）、
彦
龍
周
興
が
講
じ
た
も
の
（
続

抄
物
資
料
集
成
所
収
。以
下﹃
彦
龍
抄
﹄と
呼
称
）、仁
如
集
堯
と
月
渓
聖
澄
が
講
じ
た
も
の（
東

京
大
学
文
学
部
国
語
研
究
室
所
蔵
。
以
下
﹃
仁
月
抄
﹄
と
呼
称
）、
寛
永
庚
午
に
活
字
版
で

出
版
さ
れ
る
が
講
抄
者
が
不
詳
の
も
の
（
抄
物
小
系
所
収
。
以
下
﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄
と
呼
称
）、

寛
永
中
に
活
字
版
で
出
版
さ
れ
る
も
講
抄
者
が
不
詳
の
も
の
（
国
会
図
書
館
他
所
蔵
。
以
下

﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄
と
呼
称
）
が
存
す
る
。

以
上
の
資
料
を
用
い
て
﹁
送
薛
存
義
之
任
序
﹂
の
解
釈
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
禅
僧
の
解

釈
の
場
合
、
複
数
の
本
に
重
複
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
本
稿
へ
の
引
用
に
際

し
て
は
、
あ
る
禅
僧
の
解
釈
を
挙
げ
、
そ
の
解
釈
が
他
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ

の
書
名
を
明
記
す
る
に
と
ど
め
る
。

二
、「
送
薛
存
義
之
任
序
」
の
制
作
年
に
つ
い
て

こ
の
作
品
の
製
作
年
代
に
つ
い
て
、﹃
仁
月
抄
﹄
で
は
、﹃
古
文
真
宝
﹄
の
注
に
引
用
さ
れ

て
い
る
諸
注
を
取
り
上
げ
、
参
照
し
て
い
る
。

日
本
中
世
禅
林
に
お
け
る
柳
文
解
釈

　
　
　
　
　

︱
﹁
送
薛
存
義
之
任
序
﹂
の
場
合
︱

（
人
文
・
社
会
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学
漢
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本二
十
三
巻集
ニ
ハ
作
下
送
二
薛
存
義
之
ユ
ク
ヲ

一
レ
任
ニ
ン
ニ
序
上ト

。
韓
曰
、
存
義
令タ
リ二
永
州
之
零レ
ン

陵
一ニ

、
其　
ノ

去

◯
ル
ト
キ
ニ

也
公
序
　
シ
テ 

而
送
レ
之
。
一
本
　
ニ
ハ 

無
二
之
レ
任　
ニ

二
字
一
。

勝
覧
前
集
二
十
五　
ニ

、
永
州　
ニ

有
二
零レ
ン

陵
祁キ

陽
東
安
一
、
柳柳
子
厚
也
宗
元

貶
ヘ
ン
セ
ラ
ル

二
永
州　
ノ

司
馬
一ニ

。
薛
存

義
為タ
リ

レ
守
。
柳
子
厚
モ
薛
存
義
モ
河
東
人
也
。
同
郷
人
也
。

句
解
ニ
、
如
薛
之
存
義
河
東
人
、
将
レニ

行
　
ン
ト 

不ス
レ
詳
レ
所
レヲ

往
。
必
為タ
ラ
ン二
郡
守
与
一
レ
令
云
々
。

私　
　
ニ

云　
　
ク、
如
之
　
　
ノ 
両
字
不
レ
詳
。

排
韻
、
薛
存
義
、
仮
零
陵
令
、
蚤
作
夜
思
、
勤
力
労
心
、
訟
者
平
賦
者
均
。
柳
子
厚
贈
之
任

序
ト
ア
リ

﹃
仁
月
抄
﹄
の
註
者
は
、﹃
五
百
家
本
﹄
の
注
、﹃
方
輿
勝
覧
﹄
前
集
二
十
五
、﹃
古
文
句
解
﹄、

﹃
排
韻
﹄
を
引
用
・
参
照
し
て
い
る
。
諸
注
で
は
作
詩
背
景
に
対
す
る
解
釈
が
異
な
っ
て
い

る
。﹃
五
百
家
本
﹄
で
は
、
題
に
﹁
之
任
﹂
の
二
字
が
あ
る
と
し
、
そ
の
注
に
韓
醇
が
、
薛

存
義
が
永
州
の
零
陵
に
官
を
得
て
赴
く
時
に
製
し
た
作
品
と
し
て
い
る
。﹃
方
輿
勝
覧
﹄で
は
、

零
陵
の
位
置
と
薛
存
義
の
出
身
が
柳
宗
元
と
同
じ
く
河
東
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。﹃
句

解
﹄
で
は
、
薛
存
義
が
こ
れ
か
ら
ど
こ
の
任
地
に
赴
く
か
分
か
ら
な
い
が
、
郡
守
か
令
と
し

て
赴
く
だ
ろ
う
と
し
、
注
に
﹁
如
薛
之
存
義
河
東
人
﹂
と
あ
る
﹁
如
﹂
と
﹁
之
﹂
の
字
が
不

詳
だ
と
す
る
。﹃
排
韻
﹄
で
は
、
薛
存
義
の
人
物
紹
介
の
後
に
、
そ
の
典
拠
が
﹁
柳
子
厚
贈

之
任
序
﹂
で
あ
る
の
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
参
照
し
て
禅
僧
は
作
詩
背
景
を
考
え
た
よ

う
で
あ
る
。

題
名
の
異
同
の
問
題
も
存
す
る
が
、
作
詩
背
景
の
問
題
と
し
て
は
、
１
薛
存
義
が
零
陵
の

任
に
赴
く
と
解
釈
す
る
も
の
と
、
２
こ
れ
か
ら
ど
こ
の
任
に
赴
く
か
分
か
ら
な
い
と
解
釈
す

る
も
の
の
二
つ
が
あ
る
。

１
薛
存
義
が
零
陵
の
任
に
赴
く
と
解
釈
す
る
も
の
を
列
挙
す
る
。（
こ
れ
以
降
の
引
用
文

に
お
い
て
、
禅
僧
の
名
前
が
明
記
し
て
あ
る
箇
所
に
は
太
字
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
す
）

・
薛
存
義
永河
東州
ノ
零レ
ン

陵
ノ
太
守
ト
ナ
ル
ホ
ド
ニ
柳
子
厚
カ
送
行
ニ
此
序
ヲ
カ
イ
テ
送
ル

ソ
。
柳
宗
元
モ
永
州
ノ
司
馬
ト
ナ
ル
者
也
。
コ
ノ
序
ハ
永
州
ノ
作
ソ
。
本
集
二
十
三

ニ
ノ
ス
ル
也
。
此
ノ
評
ハ
見
二

題
注
一

也
。
柳
子
厚
、
唐
第
九
代
代
宗
大
暦
八
年
ニ
生

也
。
歴
代
宗
徳
宗
順
宗
憲
宗
四
代
也
。
子
厚
モ
河
東
人
ソ
。
唐
十
代
徳
宗
貞
元
九
年
、

第
進
士
、
十
二
代
憲
宗
元
和
十
四
年
ニ
四
十
七
歳
ニ
シ
テ
卒
也
。
（
﹃
仁
月
抄
﹄
﹃
活

字
抄
Ⅱ
﹄
）

・
コ
レ
ハ
子
厚
カ
名
誉
ノ
文
ナ
リ
。
存
義
カ
零
陵
ヘ
行
時
、
此
文
ヲ
書
テ
送
行
ニ
シ
タ

ソ
。
国
ノ
守
ト
ナ
ル
人
ノ
戒
メ
ニ
ナ
ル
ヨ
ウ
ニ
カ
イ
タ
ソ
。
（
中
略
）
柳
文
ニ
ハ
送
二

薛
存
義
之
一
レ
任
序
注
、
韓
曰
存
義
令
二
永
州
之
零
陵
一
、
其
去ト
キ也
、
公
序
而
送
レ
之
ト
ア

リ
。
薛
カ
零
陵
ノ
仕
ニ
ユ
ク
ヲ
送
ト
云
心
也
。
又
一
本
ニ
之
レ
任
ノ
二
字
ナ
シ
。
コ
レ

ヨ
シ
。
此
時
ハ
零
陵
ヨ
リ
来
テ
又
帰
ト
キ
送
ル
也
。
其
故
ハ
初
テ
仕
ニ
ユ
ク
時
ナ
ラ

ハ
、
篇
中
ニ
仮
令
零
陵
ト
云
句
ア
ル
マ
シ
キ
ソ
。
又
イ
ヅ
ク
ヘ
ユ
ク
ト
モ
シ
レ
ヌ
ト
云

人
モ
ア
リ
。
句
ニ
存
義
河
東
人
、
時
行
不
レ
詳
レ
所
レ
経
。
（
﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄
）

い
ず
れ
も
、
注
解
者
は
﹃
五
百
家
本
﹄
の
韓
注
を
参
考
に
し
て
い
る
。
﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄
に
よ

れ
ば
、
﹁
之
任
﹂
の
二
字
が
な
け
れ
ば
、
零
陵
よ
り
帰
り
、
ま
た
そ
こ
へ
戻
っ
て
い
く
と
い

う
解
釈
も
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄
で
は
他
に
２
の
解
釈
も
挙
げ
て
い
る

が
、
結
局
１
の
解
釈
を
是
と
し
て
い
る
。

２
こ
れ
か
ら
ど
こ
の
任
に
赴
く
か
分
か
ら
な
い
と
解
釈
す
る
も
の
を
列
挙
す
る
。

・
永
州
ヨ
リ
別
処
ノ
任
ヘ
行
ク
。（﹃
民
博
本
﹄）

・
古
文
真
宝
無
之
任
二
字
。
抄
云
、
自
零
陵
赴
二ク

他
所　
ノ

任
一ニ

也
。（﹃
東
北
本
﹄）

・
一
抄
云
、
此
序
ガ
文
ノ
本
デ
有ア
ル

ソ
。
本
集
ニ
ハ
之
レ

任　
ニ

ノ
二
字
ア
リ
。
句
解
ニ
如
之
両

字
不
詳
ト
云
タ
カ
、
不
二
心
得
一コ
ト
ヲ
シ
タ
ゾ
。
柳
子
厚
モ
河
東
人
ソ
。
サ
テ
存
義
ガ
永
州
ノ

守
デ
、
此
ノ
間
ア
ツ
シ
ガ
、
今
又
外
ヘ
守
ニ
ナ
ツ
テ
行
時
、
此
序
ハ
カカ
イ
タ
ゾ
イ

ク
ゾ
。（﹃
笑
雲
抄
﹄﹃
一

元
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄）

・
湖
云
、
又
重
テ
零
陵
ノ
令
ニ
成
タ
コ
ト
ヤ
ラ
未
審
ト
云
々
。
サ
ル
ホ
ド
ニ
句
解
ニ
ハ
今

マ
存
義
ド
コ
ヘ
行
ト
云
コ
ト
ハ
、
シ
カ
シ
カ
シ
レ
ヌ
ト
云
也
。
此
ノ
ホ
ド
零レ
ン

陵
ニ
令レ
イ

ニ

ナ
ツ
テ
イ
タ
ガ
、
今
又
ヨ
ソ
ヘ
守
護
カ
令
カ
ニ
ナ
ツ
テ
行
ク
也
。
方
輿
勝
覧
ニ
ハ
永
州
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ニ
行
ク
様
ニ
シ
タ
レ
ド
モ
、
ソ
レ
ハ
悪
也
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
湖
云
、
此
序
ハ
柳
文
一
部
ノ
中
ニ
ヲ
イ
テ
、
第
一
ノ
文
ソ
ト
云
ハ
レ
タ
文
ゾ
。
本
集
ノ

注
ニ
零
陵
ノ
令
ニ
成
ヲ
送
ト
ア
レ
ド
モ
誤
タ
ソ
。
文
ニ
モ
見
ヘ
タ
ゾ
。
以
前
ハ
ヤ
零
陵

ノ
令
ニ
ナ
ツ
タ
事
ガ
文
ニ
モ
有
ゾ
。又
重
テ
零
陵
ノ
令
ニ
成
タ
事
ヤ
ラ
未
審
ソ
ト
云
々
。

（﹃
笑
雲
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄）

・
湖
月
云
、
本
集
注
、
送
レ
令
二
零レ
ン

陵
一ニ

ト
シ
タ
レ
ト
モ
、
是
ハ
誤
ソ
。
何
ヘ
行
ヲ
送
タ
ト

云
コ
ト
ガ
未
詳
ゾ
。
文
ニ
モ
令
　
タ
ル
コ
ト二

零
陵
一ニ

二
年
ト
ア
ル
ハ
前
ノ
書
也
。
両
度
令
　
タ
ル

二
零
陵

一
ト
ハ
見
ヘ
ヌ
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
仁
云
、
存
義
ガ
永
州
ノ
太
守
ニ
ナ
リ
ニ
行
ク
ト
云
ハ
ワ
ル
イ
ゾ
。
ナ
ゼ
ニ
ナ
レ
バ
、
此

ノ
序
ノ
ヲ
ク
ニ
存
義
仮
カ
リ
ニ

令　
タ
ル
コ
ト

二　

零レ
ン

陵
一ニ

二
年
ト
カ
イ
タ
ホ
ド
ニ
、
令
二     

零
陵
一ニ

コ
レ

ヨ
リ
サ
キ
ノ
コ
ト
也
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
存
義
ハ
河
東
人
也
。
零
陵
ノ
郡
守
ト
ナ
リ
ニ
行
ン
ト
ス
ル
ホ
ド
ニ
、
存
義
ト
柳
ト
同
郷

人
ソ
。
此
義
ハ
非
也
。
見
于
前
。
今
ハ
ド
コ
ヘ
行
ヤ
ラ
ン
処
ハ
不
レ
知
也
。
（
﹃
仁
月

抄
﹄
）

一
元
光
演
（
生
没
年
未
詳
）
の
桂
林
講
聞
書
で
は
、柳
宗
元
集
の
題
名
を
指
摘
し
た
後
、﹃
句

解
﹄
の
注
解
を
解
説
し
、﹁
如
薛
之
存
義
河
東
人
﹂
と
あ
る
﹁
如
﹂
と
﹁
之
﹂
の
字
が
不
詳

で
あ
る
と
し
、
こ
の
作
品
は
存
義
が
以
前
に
永
州
の
太
守
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
次
に
ど
こ
か

の
太
守
と
な
っ
て
出
て
い
く
時
に
書
か
れ
た
と
す
る
。﹁
湖
﹂﹁
湖
月
﹂
と
あ
る
の
は
湖
月
信

鏡
（
？
～
一
五
三
三
）
の
こ
と
で
あ
る
。
湖
月
は
、
本
文
中
に
薛
存
義
が
以
前
に
零
陵
の
令

に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
、
再
度
零
陵
の
令
に
な
っ
た
こ
と
は
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
お
ら

ず
、
今
か
ら
ど
こ
へ
行
く
か
分
か
ら
な
い
と
す
る
﹃
句
解
﹄
の
説
を
是
と
し
、
韓
注
は
誤
り

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
韓
注
と
同
じ
内
容
を
含
む
﹃
方
輿
勝
覧
﹄
も
良
く
な
い
と
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
作
品
本
文
に
つ
い
て
、
柳
宗
元
の
文
章
力
を
絶
賛
し
、﹁
送
薛
存
義
之
任
序
﹂

こ
そ
柳
文
の
最
高
傑
作
と
評
価
し
て
い
る
。﹁
仁
﹂
と
あ
る
の
は
仁
如
集
堯
（
生
没
年
未
詳
）

の
こ
と
で
あ
る
。
仁
如
は
、作
品
本
文
中
に﹁
存
義
仮
に
零
陵
の
令
た
る
こ
と
二
年
﹂と
あ
り
、

薛
存
義
が
作
品
以
前
に
零
陵
の
令
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
証
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。﹃
仁

月
抄
﹄
に
は
誰
の
注
解
で
あ
ろ
う
か
、
不
明
の
注
解
が
存
し
、
そ
の
作
者
で
あ
る
某
僧
も
薛

存
義
が
ど
こ
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
か
は
定
か
で
な
い
と
解
し
て
い
る
。

三
、「
送
薛
存
義
之
任
序
」
の
評
価
に
つ
い
て

﹃
仁
月
抄
﹄
で
は
、
柳
宗
元
に
関
す
る
評
価
や
逸
話
を
引
用
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

柳
宗
元
の
文
章
が
優
れ
て
お
り
、
人
格
に
優
れ
人
望
も
厚
か
っ
た
た
め
、
柳
州
の
人
々
が
羅

池
に
廟
を
立
て
、
韓
愈
が
そ
こ
に
碑
を
製
し
た
と
い
う
逸
話
や
、
蘇
東
坡
が
柳
宗
元
の
詩
は

韓
愈
に
較
べ
て
温
麗
清
深
で
あ
る
と
評
し
た
逸
話
や
、
柳
宗
元
は
韓
愈
の
文
を
得
る
と
薔
薇

露
で
手
を
洗
っ
て
か
ら
読
ん
だ
と
す
る
逸
話
で
あ
る
。

次
い
で
、﹁
送
薛
存
義
之
任
序
﹂
の
評
価
に
つ
い
て
は
、﹃
古
文
真
宝
﹄
の
題
注
に
次
の
よ

う
に
あ
る
。

此
篇
文
勢
円
転
、
如
珠
走
盤
、
略
無
滞
論
。
吏
者
乃
民
之
役
、
非
以
役
民
。
議
論
過
人

遠
甚
。
中
間
以
庸
夫
受
直
怠
事
為
譬
、
且
云
、
勢
不
同
而
理
同
。
此
識
見
最
髙
。
至
於

結
句
、
用
賞
以
酒
肉
、
而
重
之
以
辞
、
亦
與
発
端
数
語
相
應
。
学
者
宜
玩
味
。
東
莱
云
、

句
雖
少
、
極
有
反
覆
。
謝
云
、
章
法
句
法
字
法
皆
好
。
転
換
多
、
関
鎖
緊
、
謹
厳
優
柔
、

理
長
而
味
永
。

此
の
篇
の
文
勢
は
円
転
に
し
て
、
珠
の
盤
を
走
る
が
如
く
、
略
ぼ
滞
論
無
し
。
吏
は
乃
ち

民
の
役
に
し
て
、
以
て
民
を
役
す
る
に
非
ず
。
議
論 

人
に
過
ぎ
た
る
こ
と
遠
き
は
甚
し
。

中
間
に
庸
夫
の
直
を
受
け
事
を
怠
る
を
以
て
譬
と
為
し
、
且
つ
云
ふ
、
勢
は
同
じ
か
ら
ず

と
も
理
は
同
じ
、
と
。
此
の
識
見
は
最
も
高
し
。
結
句
に
至
り
、
賞
す
る
に
酒
肉
を
以
て

し
、
之
に
重
ぬ
る
に
辞
を
以
て
す
る
を
用
て
、
亦
た
発
端
の
数
語
と
相
應
ず
。
学
者 

宜

し
く
玩
味
す
べ
し
。
東
莱
云
ふ
、
句
は
少
な
し
と
雖
も
、
極
め
て
反
覆
有
り
、
と
。
謝
云

ふ
、
章
法
・
句
法
・
字
法
皆
な
好
し
。
転
換
多
く
、
関
鎖
緊
に
し
て
、
謹
厳
優
柔
、
理
長

く
し
て
味
永
し
、
と
。



太　

田　
　
　

亨

307（４）

こ
の
題
注
に
対
し
て
﹃
仁
月
抄
﹄
で
は
某
僧
の
注
解
を
次
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
。（
題

注
の
本
文
の
語
句
を
示
す
語
句
に
は
太
字
ゴ
シ
ッ
ク
体
を
用
い
る
。）

題
注
、
此
篇
―
、
此
ノ
篇
ノ
文
勢ゼ
イ

ト
ハ
、
文
章
ノ
勢
イ
キ
ヲ
イガ
、
チ
ト
モ
ワ
ル
イ
カ
ド
モ
ナ
ウ
、

円
転
ト
円
マ
ロ
イ

物
ヲ
転
コ
ロ
バ
ス
ルガ

如
ク
、ウ
ツ
ク
シ
ウ
マ
ル
イ
也
。
タ
ト
ヘ
バ
如
二
珠
之ノ

走ル
カ

一
レ
盤　
ニ

也
。

サ
ル
ホ
ド
ニ
、
チ
ト
モ
無
　
シ
ト
ハ二

凝
滞
一

也
。
凝コ
リ

滞
ト
ド
コ
ヲ
ル

処
ナ
キ
也
。
略ホ
ホ

ハ
大
略
也
。
滞
論
ト

云
ノ
論
ノ
字
ヲ
ケ
シ
テ
、
滞
ノ
字
ノ
上
ニ
凝
ノ
字
ガ
入
レ
バ
ヨ
イ
ゾ
。
凝
字
脱
歟
。
吏リ

者
―
、
是
カ
ラ
此
文
ノ
語
ヲ
注
也
。
吏リ

官
ト
云
ハ
、
守
護
ナ
ド
ノ
下シ
タ

ヅ
カ
サ
、
日
本
デ

ハ
定
使
ナ
ド
ト
云
ツ
レ
也
。
薛
存
義
、
今
ヨ
ソ
ヘ
ユ
カ
ル
ル
ガ
、
守
護
カ
吏
官
カ
ニ
ナ

ル
ト
ミ
ヘ
タ
也
。
総
別
吏
官
ニ
ナ
ル
物
ノ
心
モ
チ
ヲ
此
ノ
序
ニ
カ
イ
テ
ア
ル
ホ
ド
ニ
、

ソ
ノ
心
ヲ
コ
コ
ニ
ア
ラ
カ
タ
注
ス
ル
也
。
吏
官
ト
云
者
ハ
、
民
之
役
也
。
役
ハ
ツ
カ
ワ

レ
モ
ノ
ノ
コ
ト
也
。
吏
ニ
ナ
ル
者
ノ
心
モ
チ
ハ
民
ノ
ツ
カ
ハ
レ
物
ト
心
得ヘ

ヨ
。
民
ヲ
役

シ
テ
ツ
カ
ワ
ウ
ト
ス
ル
ハ
、
ソ
デ
モ
ナ
イ
コ
ト
ヂ
ヤ
ソ
ト
云
コ
ト
ヲ
議
論
シ
テ
カ
イ
タ

ル
序
ヂ
ヤ
ゾ
。
議
論
過
―
、
吏
ハ
民
ニ
ツ
カ
ハ
レ
ヨ
。
民
ヲ
バ
役
セ
ヌ
物
ヂ
ヤ
ト
云
。

議ハ
カ
リ

論
　
ス
ル
コ
トヲ
ア
ゲ
テ
、
柳
子
厚
ガ
云
タ
コ
ト
ハ
、
常
ノ
人
ノ
エ
云
マ
イ
コ
ト
ナ
レ
バ
、

過ス
ギ
タ
ル
コ
ト

レ

人　
ニ

甚
遠
ト
云
也
。
中
間　
ニ

―
、
ナ
カ
マ
、
此
文
ノ
中
ホ
ト
ニ
ト
云
心
也
。

庸

傭
ノ
字
ト
通
也

夫
ト
ハ
シ
ゴ
ト
シ
テ
賃チ
ン

ヲ
ト
ル
ヲ
、
傭
ト
云
也
。
傭
ト
庸
ト
通
也
。
日
本
ニ
云
フ
、
ヒ

ヤ
ウ
ト
云
ハ
、
庸ヲツ

ト夫
ノ
コ
ト
也
。
中
間
ト
ハ
此
ノ
序
ノ
中ナ
カ

ホ
ド
ニ
云
ハ
ワ
ル
イ
。
吏
官

ハ
民
カ
ラ
物
ヲ
ト
リ
テ
、
民
ノ
コ
ト
ヲ
シ
カ
シ
カ
ト
リ
ア
ツ
カ
ワ
ヌ
ヲ
バ
、
庸
夫
ノ
ヤ

ト
ワ
レ
賃
ノ
直
ア
タ
イ

ヲ
バ
ウ
ケ
テ
、
事
ハ
シ
ワ
ザ
也
。
シ
ゴ
ト
ヲ
怠
ヲ
コ
タ
ツ
テセ

ザ
ル
ト
云
コ
ト
ヲ

以
テ
タ
ト
ヘ
テ
云
タ
ゾ
。
且カ
ツ

云

ソ
ノ
ウ
ヘ

勢
不
レ

同
―
、
是
モ
此
ノ
序
ノ
ヲ
ク
ノ
語
ゾ
。
吏
カ

物
ヲ
チ
ト
リ
テ
民
ノ
コ
ト
ヲ
ヌ
タ
ニ
ス
ル
ト
、
庸
夫
ノ
ヤ
ト
ワ
レ
賃
ヲ
チ
ト
リ
テ
シ
ゴ

ト
セ
ヌ
ト
、
理
ハ
同
シ
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
吏
官
ト
民
ト
上
下
ノ
威
勢
之
勢
ガ
不ル
レ
同
　
　
シ
カ
ラ

 

ア

イ
ダ
、
民
ノ
心
ニ
ヌ
ス
人
ナ
ル
吏
ト
ハ
ヲ
モ
ヘ
ド
モ
、
エ
云
ハ
ヌ
ト
云
コ
ト
ヲ
論
ス
ル

也
。
此
識
見
―
、
識
見
ト
ハ
六
識
ト
見
地
ト
也
。
ヨ
ク
善
悪
ヲ
ミ
シ
リ
タ
方
也
。
吏

ト
民
ト
ノ
勢
ハ
不ズ
シ
テレ

同
而
理　
ハ

同
ト
云
タ
。
柳
子
厚
ガ
識
見
最
モ
高
ゾ
。
ヨ
ク
心
得
テ
云

タ
ゾ
。
至
結
句
―
、
結
句
ト
ハ
始
カ
ラ
終
リ
マ
デ
ヲ
ヒ
ン
結
デ
云
義
也
。
サ
ル
ホ
ド
ニ

末
句
ヲ
云
也
。
此
ノ
序
ノ
結
句
ニ
云
タ
ル
賞
　
　
ス
ル
ニ一

以
二
酒
肉
一ヲ

而
重
レ
之
以
レ
辞　
ヲ

ト
云
タ
ハ
、

発
端
ニ
載ノ
セ

二

肉　
ヲ

于
俎マ
ナ
イ
タ
ニ一

崇モ
ツ
テ二

酒　
ヲ

于
觴
一ニ

ト
云
ニ
、
酒
肉
ノ
二
フ
タ
ツ
ガ

相
応
シ
タ
ゾ
。
句
雖
レ

少ス
ク
ナ
シ
ト―

、
句
ハ
多
モ
ナ
ク
少
ス
ク
ナ

ケ
レ
ド
モ
、
極
至
極
ト
云
心
ゾ
テ
ア
ト
サ
キ
ウ
チ
カ
ヘ
ウ
チ
カ
ヘ
反ハ
ン
フ
ク覆

シ

テ
云
タ
ゾ
。
章
法
―
、此
ノ
序
ハ
一
章
ノ
法
ト
、一
句
ノ
法
ト
、一
字
ノ
法
ト
ミ
ナ
好
也
。

此
ノ
序
ノ
内
ノ
一
章
一
章
ノ
法
様
也
。
転
換
―
、
転
メ
ク
ル
︱

コ
ロ
ブ

ハ
テ
ン
ジ
カ
ユ
ル
也
。
ウ
ツ
リ

カ
ユ
ル
心
也
。
此
文
ハ
チ
ヤ
チ
ヤ
ト
転
ジ
カ
ヘ
テ
云
コ
ト
多
シ
テ
、
サ
ナ
ガ
ラ
ジ
ジ
ト

ヒ
ツ
ク
ビ
ル
コ
ト
ハ
、
門
ヲ
サ
イ
テ
関

セ
キ
也
ヌ
キ
ヲ
シ
テ
、
鎖
子
ヲ
ヲ
ロ
イ
タ
如
ク
、
イ
カ

ニ
モ
ア
ト
サ
キ
ノ
ク
ビ
リ
様
ガ
緊
キ
ビ
シ
キ

也
。
緊
キ
ビ
シ

ト
ハ
ヌ
タ
ニ
ナ
ク
、
キ
ブ
イ
方
也
。
サ
ル

ホ
ド
ニ
文
章
之
躰
ガ
、
謹イ

ツ
ク
シ

厳
イ
マ
シ
ム

    

―

ヲ
コ
ソ
カ
ヨ
ソ
ヲ
ウ、

カ
サ
ル

イ
カ
ニ
モ
謹
ツ
ツ
シ
ン
デ

厳ゲ
ン

密
ニ
優
ユ
タ
カ
ニ
シ
テサ

ナ
ガ
ラ
セ
ワ
シ

ナ
ク
ユ
ウ
ユ
ウ
ト
シ
テ
柔

ヤ
ワ
ラ
カ也
。
ユ
タ
カ
ニ
シ
テ
ト
ハ
ユ
ル
ユ
ル
ト
シ
タ
也
。
キ
ツ
ウ
ナ

イ
也
。
文
章
ノ
理
コ
ト
ハ
リガ
ユ
ル
リ
ト
長
ク
キ
コ
ユ
ル
ホ
ド
ニ
味
モ
永
イ
也
。

題
注
の
各
語
句
に
つ
い
て
解
釈
し
て
い
る
。
柳
宗
元
の
こ
の
作
品
は
、
文
章
の
勢
い
が
丸
い

も
の
が
盤
を
転
が
る
よ
う
に
美
し
く
な
め
ら
か
で
あ
り
、
論
が
滞
る
こ
と
が
な
い
。
役
人
は

民
に
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
民
を
使
う
も
の
で
は
な
い
と
す
る
柳
宗
元
の
理
論
は
常
人

か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
柳
宗
元
は
そ
の
こ
と
を
作
品
中
に
お
い
て
、
雇
わ
れ

た
人
が
そ
の
賃
金
を
も
ら
い
な
が
ら
仕
事
を
怠
け
る
こ
と
に
例
え
、
さ
ら
に
﹁
勢
ひ
は
同
じ

か
ら
ざ
る
も
、
理
は
同
じ
﹂
と
い
う
。
役
人
が
民
の
こ
と
を
し
な
い
の
と
、
雇
わ
れ
た
人
が

賃
金
を
も
ら
い
な
が
ら
仕
事
を
し
な
い
の
は
、
理
が
同
じ
で
あ
る
が
、
役
人
と
民
は
勢
い
が

違
う
た
め
、
民
は
役
人
に
何
も
言
え
な
い
と
す
る
柳
宗
元
の
識
見
は
善
悪
を
わ
き
ま
え
て
お

り
最
高
で
あ
る
。
ま
た
文
の
構
成
で
言
え
ば
、
最
後
に
﹁
賞
す
る
に
酒
肉
を
以
て
し
、
之
に

重
ぬ
る
に
辞
を
以
て
す
﹂
と
あ
る
の
は
、
最
初
に
﹁
肉
を
俎
に
載
せ
、
酒
を
觴
に
崇
る
﹂
と

あ
る
の
に
対
応
し
て
お
り
、
学
ぶ
者
は
そ
の
構
成
の
巧
み
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
す
る
。
次
い
で
、
東
莱
の
評
で
は
、
句
は
多
く
も
な
く
少
な
い
け
れ
ど
も
、
極
め
て
反
覆

を
多
く
用
い
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、﹃
文
章
規
範
﹄
の
謝
畳
山
の
評
で
は
、
章
法
・
句
法
・
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字
法
み
な
優
れ
て
い
る
。
文
章
の
展
開
が
多
い
が
、前
後
が
極
め
て
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、

文
章
の
内
容
構
成
が
厳
密
で
あ
り
、
し
か
も
内
容
が
豊
か
で
あ
る
た
め
、
そ
の
理
を
長
く
味

わ
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄
で
も
同
様
に
各
語
句
を
解
釈
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
言
う
。

滞
論
ト
ハ
、
ト
ド
コ
ヲ
リ
ナ
ク
ス
ラ
リ
ス
ラ
リ
ト
云
タ
ソ
。
吏
ト
ハ
、
代
官
ト
云
心
。

天
子
ヨ
リ
代
官
ニ
行
ホ
ト
ニ
ソ
。
傭
夫
ト
ハ
、
賃
ヲ
ト
ラ
セ
テ
ヤ
ト
フ
ヲ
云
ソ
。
反
覆

ト
ハ
、
ア
ト
サ
キ
理
ヲ
ウ
シ
ナ
ハ
ズ
、
立
カ
ヘ
リ
立
カ
ヘ
リ
云
也
。
転
換
ト
ハ
、
心
イ

ロ
イ
ロ
ニ
転
シ
テ
云
也
。
優
柔
ト
ハ
、
理
ヲ
云
イ
ツ
メ
ズ
、
ヤ
ハ
ラ
カ
ニ
云
テ
、
心
ハ

キ
ビ
シ
。

﹃
仁
月
抄
﹄
と
差
異
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
諸
禅
僧
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

・
玉
走
盤
宛
転
ト
評
シ
タ
。
物
ニ
多
ク
評
シ
テ
載
タ
。
字
法
句
法
皆
備
也
。（﹃
柳
文
抄
﹄﹃
民

博
本
﹄）

・
桂
翁
云
、
斯
序
柳
文
第
一
之
文
也
。
一
部
第
一
之
妙
文
ゾ
。
初
ニ
載
肉
于
俎
ト
云
イ
、

終
ニ
ハ
賞
　
　
ス
ル
ニ一

以
二

酒
肉
一ヲ

ト
連
貫
ス
。
子
厚
カ
文
ハ
何
モ
前
後
始
末
連
貫
シ
テ
見
ヤ
ス

キ
ゾ
。
韓
文
等
ハ
云
イ
捨
云
イ
捨
シ
タ
ゾ
。
関
鎖
モ
連
貫
モ
心
同
ゾ
。
ツ
バ
メ
ゾ
。（﹃
仁

月
抄
﹄）

・
一
云
、滞
論
ノ
滞
ノ
字
ノ
上
ニ
凝
ノ
字
カ
入
ハ
好
ソ
。
今
凝
字
脱
歟
ゾ
。（﹃
笑
雲
抄
﹄﹃
一

元
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄）

・
湖
云
、関
鎖
ト
ハ
連
貫
シ
タ
処
ヲ
云
ソ
。
載
肉
于
俎
ト
賞
以
酒
肉
ト
云
ト
連
貫
也
。（﹃
笑

雲
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄）

・
与
発
端
数
語
︱
、
湖
云
、
発
端
ニ
載
二

肉
于
俎
一二

ト
云
ト
、
終
ニ
賞
　
　
ス
ル
ニ一

以
二

酒
肉
一ヲ

ト
云

ト
ヨ
ク
連
貫
シ
タ
ゾ
。
柳
ガ
文
ハ
ド
レ
モ
前
後
ノ
ツ
バ
メ
ガ
合
タ
ホ
ド
ニ
見ミ

ヨ
イ
ソ
ト

云
々
。
韓
文
ハ
云
イ
ス
テ
ス
テ
シ
タ
ゾ
。（﹃
笑
雲
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄）

・
湖
云
、
韓
文
ハ
ザ
ザ
ト
云
ス
テ
ス
テ
ス
ル
ニ
、
柳
子
厚
ガ
文
ハ
ド
レ
モ
前
後
ノ
ツ
バ
メ

ガ
合
テ
ミ
ヨ
イ
ソ
ト
云
々
。
サ
ル
ホ
ド
ニ
学
者
宜
ク
玩
モ
テ
ア
ソ
ビ

味
フ
ベ
キ
也
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
澄
云
、
発

ヲ
コ
シ

端ハ
ジ
ムノ
義
歟
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
此
文
ハ
此
注
ヲ
心
得
ハ
安
ソ
。
吏
ハ
卑
ム
ル
義
ニ
ハ
ア
ラ
ス
。
自
レ
天
置
ル
ル
様
ナ
心
。

士
大
夫
公
卿
マ
テ
モ
上
ノ
吏
ナ
リ
。
吏
ハ
使
ト
同
意
、
人
ニ
ツ
カ
ハ
ル
ル
心
也
。
吏
者

乃
︱
、
民
カ
我
ハ
無
智
ホ
ト
ニ
、
我
作
出
十
分
ノ
一
ヲ
出
テ
、
吏
ヲ
倩
テ
置
レ

上　
ニ

、
民

ノ
争
論
ナ
ン
ト
ア
ラ
ン
ヲ
、
平
ニ
成
敗
サ
セ
ン
カ
為
也
。
然
ハ
民
ノ
役
也
。
然
ヲ
今
ハ

結
句
民
ヲ
使
テ
役
ス
ル
也
。（﹃
彦
龍
抄
﹄）

﹃
柳
文
抄
﹄
で
は
﹃
五
百
家
本
﹄
を
テ
キ
ス
ト
に
用
い
て
い
る
が
、﹃
古
文
真
宝
﹄
の
題
注

の
評
価
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
当
時
期
に
﹃
古
文
真
宝
﹄
が
い
か
に
流
布
し
て

い
た
か
が
察
せ
ら
れ
る
。

﹁
桂
翁
﹂
は
桂
林
徳
昌
（
一
四
二
八
～
？
）
の
こ
と
で
あ
る
。
桂
林
の
評
価
は
﹃
古
文
真
宝
﹄

の
題
注
の
評
価
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
柳
宗
元
の
作
品
全
般
に
つ
い
て
、
そ
の
文
章
構

成
を
絶
賛
し
、
そ
れ
は
韓
愈
の
文
章
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
評
し
て
い
る
。

湖
月
も
桂
林
の
評
価
を
受
け
て
、柳
宗
元
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
彦
龍
周
興（
一
四
五
八

～
一
四
九
一
）
は
、
こ
の
題
注
を
見
れ
ば
作
品
を
理
解
し
や
す
い
と
し
、﹁
吏
は
乃
ち
民
の

役
な
り
﹂
に
重
点
を
置
き
、
作
品
の
概
要
が
役
人
と
し
て
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
役
人
は
民
に

使
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

四
、「
送
薛
存
義
之
任
序
」
本
文
に
つ
い
て

禅
林
に
お
い
て
極
め
て
高
い
評
価
を
得
て
い
る
﹁
送
薛
存
義
之
任
序
﹂
で
あ
る
が
、
続
い

て
そ
の
本
文
を
見
て
み
た
い
。﹃
仁
月
抄
﹄
で
は
、
そ
の
段
落
構
成
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

言
う
。松

云
、
此
篇
旧
説
七
段
。
句
解
同
。

梅
云
、
此
篇
四
段
。
自
篇
首
至
已
也
第
一
段
。
自
凡
民
至
畏
乎
第
二
段
。
自
存
義
至
審

矣
第
三
段
。
自
吾
賎
至
末
第
四
段
。

河
東
︱
、
五
截
。
旧
ハ
七
截
。
句
解
並
此
ノ
本
ノ
注
亦
同
シ
。
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﹁
松
﹂
は
青
松
こ
と
桂
林
徳
昌
の
こ
と
で
あ
る
。
桂
林
は
七
段
に
分
け
、﹃
句
解
﹄
も
同
様
で

あ
る
と
す
る
が
、
万
里
集
九
は
四
段
に
分
け
る
。
別
の
解
釈
に
五
段
に
分
け
る
解
釈
も
あ
る

と
い
う
が
、
万
里
の
所
説
に
段
落
が
明
示
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
段
落
に
従
っ
て
、
本

文
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、﹁
送
薛
存
義
之
任
序
﹂
の
本
文
と
書
き
下
し
文
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

①
河
東
薛
存
義
将
行
。
柳
子
載
肉
於
俎
、
崇
酒
於
觴
、
追
而
送
之
江
之
滸
、
飲
食
之
、
且

告
曰
、
凡
吏
於
土
者
、
若
知
其
職
乎
。
蓋
民
之
役
非
以
役
民
而
已
也
。

②
凡
民
之
食
於
土
者
、
出
其
十
一
傭
乎
吏
、
使
司
平
於
我
也
。
今
我
受
其
直
怠
其
事
者
、

天
下
皆
然
。
豈
惟
怠
之
、
又
従
而
盗
之
。
向
使
傭
一
夫
於
家
、
受
若
直
、
怠
若
事
、
又

盜
若
貨
器
、
則
必
甚
怒
而
黜
罰
之
矣
。
以
今
天
下
多
類
此
。
而
民
莫
敢
肆
其
怒
与
黜
罰

者
、何
哉
。
勢
不
同
也
。
勢
不
同
而
理
同
、如
吾
民
何
。
有
達
於
理
者
、得
不
恐
而
畏
乎
。

③
存
義
仮
令
零
陵
二
年
矣
。
蚤
作
而
夜
思
、
勤
力
而
労
心
、
訟
者
平
、
賦
者
均
、
老
弱
無

懐
詐
暴
憎
、
其
為
不
虚
取
直
也
、
的
矣
。
其
知
恐
而
畏
也
審
矣
。

④
吾
賎
且
辱
、
不
得
与
考
続
幽
明
之
説
。
於
其
往
也
、
故
賞
以
酒
肉
、
而
重
之
以
辞
。

①
河
東
の
薛
存
義
将
に
行
か
ん
と
す
。 

柳
子 

肉
を
俎
に
載
せ
、
酒
を
觴
に
崇み
た

し
、
追
ひ
て

江
の
滸
に
送
り
、
之
に
飲
食
せ
し
め
、
且
つ
告
げ
て
日
は
く
、﹁
凡
そ
土
に
吏
た
る
者
、

若 

其
の
職
を
知
る
か
。
蓋
し
民
の
役
に
し
て
、
以
て
民
を
役
す
る
の
み
に
非
ざ
る
な
り
。

②
凡
そ
民
の
土
に
食
す
る
者
は
、
其
の
十
の
一
を
出
し
て
吏
を
傭
ひ
、
平
を
我
に
司
ら
し
む

る
な
り
。
今
、
其
の
直
あ
た
ひ

を
受
け
て
其
の
事
を
怠
る
者
、
天
下
皆
然
り
。
豈
に
惟
だ
之
を
怠

る
の
み
な
ら
ん
や
。
又
従
ひ
て
之
を
盗
む
。
向
に
一
夫
を
家
に
傭
は
し
む
に
、
若
の
直
を

受
け
て
若
の
事
を
怠
り
、
又
若
の
貨
器
を
盗
ま
ば
、
則
ち
必
ず
甚
だ
怒
り
て
之
を
黜
罰
せ

ん
。
今
の
天
下
多
く
此
に
類
す
る
を
以
て
す
る
も
、
民
敢
へ
て
其
の
怒
り
と
黜
罰
と
を
肆
ほ
し
い
ま
ま

に
す
る
こ
と
莫
き
は
何
ぞ
や
。
勢
ひ
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
勢
ひ
は
同
じ
か
ら
ざ
る
も
、

理
は
同
じ
。
吾
が
民
を
如
何
せ
ん
。
理
に
達
す
る
こ
と
有
る
者
は
、
恐
れ
て
畏
れ
ざ
る
を

得
ん
や
。

③
存
義 

仮
に
零
陵
に
令
た
る
こ
と
二
年
な
り
、
蚤つ
と

に
作お

き
て
夜
に
思
ひ
、
力
を
勤
め
て
心

を
労
す
。
訟
は
平
ら
か
に
し
て
、
賦
は
均
し
う
す
。
老
弱
に
も
詐
り
を
懐
き
て
暴
憎
す
る

も
の
無
し
。
其
の
虚
し
く
直
を
取
ら
ず
と
為
す
や
的
ら
か
な
り
。
其
の
恐
れ
て
畏
る
る
こ

と
を
知
る
や
審
ら
か
な
り
。

④
吾
賤
し
く
且
つ
辱
め
ら
れ
、
考
積
幽
明
の
説
に
与
る
こ
と
を
得
ず
。
其
の
往
く
に
於
い
て

や
、
故
に
賞
す
る
に
酒
肉
を
以
て
し
、
之
に
重
ぬ
る
に
辞
を
以
て
す
。﹂
と
。

こ
こ
で
現
代
語
訳
を
す
べ
き
で
あ
る
が
、﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄
に
お
い
て
本
文
を
解
釈
し
た
も

の
が
存
す
る
た
め
、
次
に
そ
れ
を
挙
げ
る
。

①
河
東
ノ
存
義
、
ワ
レ
ト
同
国
ノ
人
ナ
ル
カ
行
ク
ホ
ト
ニ
、
肉
ヤ
酒
ヤ
ヲ
ト
リ
モ
ツ
テ
、

河
ノ
ホ
ト
リ
ニ
テ
宴
ヲ
ス
ル
ソ
。
サ
テ
貴
方
ハ
吏
ト
ナ
ツ
テ
行
ク
ガ
、
吏
ノ
法
ヲ
知
タ

カ
。
大
カ
タ
民
ニ
ツ
カ
ハ
レ
テ
民
ヲ
ツ
カ
ワ
ヌ
モ
ノ
也
。

②
凡
ソ
民
ノ
土
ニ
生
レ
出
テ
ア
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、土
ハ
民
ノ
土
也
。
故
ニ
民
ニ
ヤ
ト
ハ
レ
、

守
護
シ
テ
他
処
ヨ
リ
手
ヲ
入
ラ
レ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
シ
テ
、
民
ヲ
タ
ス
ク
ル
モ
ノ
也
。
故
ニ
其

辛
労
分
ニ
、
土
利
ノ
十
分
一
ヲ
ト
ラ
セ
テ
ヤ
ト
イ
、
守
ト
ナ
シ
ヲ
ク
ソ
。
シ
カ
ル
ニ
今

ノ
吏
ハ
、
皆
賃
ヲ
ハ
ウ
ケ
テ
、
守
護
ス
ル
コ
ト
ヲ
ハ
エ
セ
ヌ
ソ
。
ケ
ツ
ク
民
ノ
モ
ノ
ヲ

ト
ル
ソ
。
十
分
一
ト
ル
サ
ヘ
、
其
事
ヲ
セ
子
ハ
ム
リ
ナ
ル
ニ
、
ケ
ク
ニ
モ
ノ
ヲ
ト
ル
ハ

盗
人
也
。
爰
ニ
タ
ト
ヘ
カ
ア
ル
ソ
。
コ
ノ
ゴ
ロ
一
夫
ヲ
ヤ
ト
ツ
テ
賃
ヲ
ト
ラ
セ
、
一
年

中
ヲ
定
テ
ヲ
イ
タ
レ
ハ
、
一
向
ノ
イ
タ
ツ
ラ
モ
ノ
ニ
テ
賃
ホ
ド
ノ
奉
公
ヲ
セ
ヌ
ソ
。
結

句
モ
ノ
ヲ
ヌ
ス
ム
ホ
ト
ニ
、
則
コ
レ
ヲ
罸
シ
テ
ヲ
イ
出
タ
ソ
。
天
下
ノ
吏
大
カ
タ
如
レシ

此　
ノ

。
シ
カ
ル
ニ
民
カ
吾
コ
ト
ク
怒
テ
ヲ
イ
出
サ
ヌ
ソ
。
ナ
セ
ニ
ナ
レ
ハ
勢
カ
チ
カ
ウ
タ

ゾ
。
サ
テ
理
ハ
吾
カ
ヲ
イ
出
タ
理
ト
同
キ
ソ
。
理
ハ
ヲ
イ
出
ス
ヘ
キ
ニ
キ
ハ
マ
リ
タ
レ

ト
モ
、
タ
タ
勢
ノ
ナ
イ
ハ
カ
リ
ニ
テ
、
吏
ヲ
追
出
サ
ヌ
ソ
。
カ
ハ
イ
コ
ト
也
。
理
ニ
達

ス
ル
人
ハ
、
ワ
ガ
ツ
ミ
ナ
ル
ヲ
知
テ
ヲ
ソ
ル
ヘ
シ
。

③
存
義
ト
ノ
カ
零
陵
ニ
令
タ
ル
コ
ト
、
カ
リ
ソ
メ
ナ
ガ
ラ
、
ヨ
ク
ヲ
サ
メ
タ
ソ
。
ア
サ
ニ

ヲ
キ
、
ヨ
ル
思
テ
、
民
ニ
ツ
カ
ハ
レ
タ
ソ
。
訟
ル
モ
ノ
ア
レ
ハ
理
非
ヲ
ワ
ケ
、
年
貢
ヲ
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ハ
イ
ツ
レ
ヲ
モ
ヒ
ト
シ
ク
ト
ツ
タ
ソ
。
十
分
一
ヨ
リ
上
ニ
ト
ラ
ヌ
ソ
。
故
ニ
老
者
モ
若

者
モ
不
足
ヲ
云
者
無
シ
。
其
ノ
ア
タ
イ
ヲ
ヨ
ク
ト
リ
、
ソ
ノ
ア
タ
イ
ホ
ト
ノ
辛
労
ヲ
シ

タ
コ
ト
ハ
シ
レ
タ
ソ
。
ナ
セ
ニ
ナ
レ
ハ
民
カ
不
足
ヲ
云
ヌ
ホ
ト
ニ
、
ワ
カ
身
ノ
ツ
ミ
ト

カ
ニ
ナ
ラ
ン
ト
ヲ
ソ
レ
テ
、
民
ヲ
ム
サ
フ
ラ
ヌ
コ
ト
ア
キ
ラ
カ
也
。

④
カ
ヤ
ウ
ノ
人
ニ
ハ
大
国
ヲ
サ
ツ
ケ
、
高
官
ヲ
ア
タ
ヘ
タ
キ
事
ナ
レ
ト
モ
、
吾
レ
ハ
天
下

ノ
宰
相
ニ
テ
ナ
ケ
レ
ハ
、
サ
ヤ
ウ
ノ
コ
ト
ハ
ナ
ラ
ス
。
故
ニ
酒
ヲ
ノ
マ
セ
、
此
序
ヲ
カ

イ
テ
褒
美
ス
ル
ナ
リ
。

こ
の
よ
う
に
﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄
に
は
本
文
に
忠
実
な
解
釈
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ

れ
も
禅
林
に
お
け
る
一
つ
の
解
釈
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
か
ら
諸
禅
僧
の
解
釈
を
見
て
い
く
。

五
、
諸
禅
僧
の
本
文
解
釈

こ
れ
か
ら
段
落
毎
に
見
て
い
く
に
際
し
、
段
落
の
文
章
に
関
す
る
注
解
を
全
て
挙
げ
る
と

煩
瑣
に
な
る
た
め
、
段
落
の
文
章
を
﹃
笑
雲
抄
﹄
が
示
す
文
節
に
区
切
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文

節
に
お
け
る
諸
禅
僧
の
注
解
を
見
て
い
く
。

①
第
一
段
落

「
河
東
の
薛
存
義
将
に
行
か
ん
と
す
」

・
マ
ツ
コ
レ
ヲ
簡
ナ
ト
テ
面
白
カ
ル
。（﹃
民
博
本
﹄）

・
湖
云
、
発
端
ノ
七
字
妙
ナ
ゾ
。
薛
存
義
ハ
河
東
ノ
人
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
河
東
薛
︱
、
発
端
ノ
七
字
妙
ニ
云
ハ
ス
ゾ
ト
諸
老
ノ
講
也
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
発
端
ノ
注
ニ
起
句
︱
、
韻
会
、
起
能
立
也
。
興
也
。
作
也
。
発
也
。
緊キン 

張
セ
ツ
ナ
リト
ハ
、
此

起
ヲ
コ
ス
句
ノ
云
イ
出
ン
様
、
マ
ツ
ス
ク
ニ
ア
リ
コ
ト
ヲ
緊
切
ニ
キ
ブ
ウ
云
タ
ト
云
心
也
。

切
ハ
キ
ル
也
。
シ
キ
リ
也
。
緊

キ
ビ
シ
キ
コ
ト

　

 

切シキ
リ
ナ
リ
ハ
緊
キ
ビ
シ
ク

親
切近也
ニ
チ
カ
ウ
云
タ
ト
云
心
也
。（﹃
仁
月

抄
﹄）

・
三
謂
、
注
ニ
緊
切
ト
ハ
発
端
ニ
河
東
ト
処
ヲ
云
イ
、
薛
存
義
ト
氏
名
ヲ
云
イ
、
今
他
所

ヘ
行
ニ
ツ
イ
テ
将
行
ト
ホ
ト
ニ
緊
キ
ビ
シ
フ

切　
ニ

云
タ
ゾ
。（﹃
笑
雲
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄）

・
河
︱
、
柳
モ
河
東
人
也
。
然
ハ
同
郷
人
也
。
将
行
ハ
ド
コ
ヘ
ト
ハ
ミ
エ
ス
。
一
県
ノ
代

官
カ
ナ
ン
ゾ
ニ
行
物
也
。（﹃
彦
龍
抄
﹄）

・
河
東
、
句
ニ
存
義
ハ
河
東
人
也
。（﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄）

湖
月
信
鏡
を
始
め
、
諸
老
は
出
だ
し
の
七
字
が
絶
妙
で
あ
る
と
称
賛
し
て
い
る
。
此
の
七

字
に
つ
い
て
は
、﹃
古
文
真
宝
﹄
の
注
に
﹁
起
句
緊
切
。﹂
と
あ
る
。
そ
の
注
を
受
け
て
﹃
仁

月
抄
﹄
の
某
僧
は
、
文
章
を
起
こ
す
句
に
当
た
っ
て
、
単
刀
直
入
に
切
り
出
し
て
お
り
、
厳

格
で
程
度
が
著
し
い
と
解
釈
し
て
い
る
。﹁
三
﹂は
笑
雲
清
三（
生
没
年
未
詳
）の
こ
と
で
あ
る
。

笑
雲
は
、
発
端
に
場
所
と
名
前
、
今
か
ら
出
発
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
厳
格
に
述
べ
て

い
る
と
、﹃
古
文
真
宝
﹄
が
﹁
緊
切
﹂
と
注
し
た
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
柳
宗
元
と
同
郷
に

あ
た
る
薛
存
義
が
ど
こ
か
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。

「
柳
子
肉
を
俎
に
載
せ
、
酒
を
觴
に
崇
し
、
追
ひ
て
江
の
滸
に
送
る
。
之
に
飲
食
せ
し
め
、

且
つ
告
げ
て
曰
は
く
、
凡
そ
土
に
吏
た
る
者
、
若
其
の
職
を
知
る
か
。」

・
酒
ハ
飲
也
。
肉
ハ
食
也
。
且
告
曰
ト
云
フ
柱
ヲ
立
タ
。
吏
タ
ル
者
ハ
、
今
ノ
吏
ノ
振
舞

ノ
様
ニ
ハ
ア
ル
マ
イ
。
知
タ
カ
。（﹃
柳
文
抄
﹄）

・
若
知
︱
、
任
ニ
行
ク
故
示
問
也
。（﹃
民
博
本
﹄）

・
且
、
酒
肉
ニ
ツ
ケ
タ
。
吏
、
守
令
之
類
。（﹃
東
北
本
﹄）

・
存
義
ハ
河
東
人
也
。
零レ

ン

陵
ノ
郡
守
ト
ナ
リ
ニ
行
ン
ト
ス
ル
ホ
ド
ニ
存
義
ト
柳
ト
同
郷
人

ソ
。
サ
ル
ホ
ド
ニ
、
柳
子
厚
送
行
ノ
ハ
ナ
ム
ケ
ニ
、
肉ジ
ク

ヲ
サ
カ
ナ
ノ
用
ニ
俎
マ
ナ
イ
タニ

ノ
セ
、

酒
ヲ
觴
ニ
モ
ツ
テ
一
ツ
送
行
ニ
ス
ス
メ
マ
イ
ラ
セ
ン
ト
云
テ
、
ア
ト
ヲ
追
テ
江
之ノ

滸
ホ
ト
リ

マ
デ
送
ル
ソ
。
滸

ホ
ト
リ

ハ
水
涯
也
。
飲イ
ン

食シ

音
蔭
嗣

︱
、
之コ
レ

ト
ハ
存
義
ヲ
サ
イ
テ
云
也
。
飲
ハ

酒
也
。
食
ハ
肉
也
。
江
ノ
ホ
ト
リ
デ
存
義
ニ
酒
ト
肉
ト
ヲ
ス
ス
メ
タ
ソ
。
凡
吏湖

云
吏
ハ
公
方

︱
、

是人
ソ

ハ
吏
官
之
事
ヲ
云
也
。
古
ハ
治
人
者
ヲ
吏
ト
云
也
。
今
ノ
所ユ
ル

レ

謂イ
ハ

吏リ

ト
ハ
チ
ガ
ウ

タ
ゾ
。
言
ハ
凡
ソ
吏
二

ト
シ
テ　

于
州
県
一 ニ

司
二 ル

其　
ノ

土
地
一 ヲ

者
ノ
ス
ル
職
ツ
カ
サ
ヲ
、
若

ナ
ン
ヂ

存
義
ハ
知
ル
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ヤ
。
一
ツ
云
テ
キ
カ
セ
ウ
ソ
ト
云
心
也
。
ド
ノ
州
県
デ
モ
ア
レ
、
ソ
ノ
土ト
チ
イ地
ニ
吏
官
ト

ナ
ル
者
ノ
ス
ル
職
ヲ
存
義
ハ
シ
ツ
タ
歟
ト
問
イ
カ
ケ
テ
云
也
。
此
ノ
注
ニ
云
フ
如
ク
、

凡湖
云
守
護
ニ
ナ
リ
ニ
行
ハ
吏
土
ヂ
ヤ
ゾ

吏
︱
乎
ノ
十
字
カ
此
ノ
一
篇
之
内
デ
ハ
文
章
ニ
筋ス
ヂ

骨
キ
ン

ヲ
入
レ
タ
如
ク
ナ
語
ヂ
ヤ
ゾ
ト

云
ノ
注
也
。
（
﹃
仁
月
抄
﹄
・
傍
線
部
は
﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄
）

・
松
云
、
崇
酒
︱
、
儀
礼
之
語
、
滸　
ハ

、
乃
水
之
涯
也
。（﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
梅
云
、
滸　
ハ

、
柳
文
註
、
韓
曰
、
詩
在
二
河
之
滸
一ニ

。
滸　
ハ

水
涯
、
音　
ハ

虎
。
飲
食
︱
、
凡
吏
︱
、

梅
云
、
飲
食　
ハ

、
柳
文　
ノ

註　
ニ

、
張
曰
、
詩　
ニ

飲
レ
之
食
レ
之
、
飲
食
音　
ハ

蔭
嗣
。
柳
文　
ノ

註　
ニ

、
若　
ハ

汝
也
。

其
下
受
若
・
怠
若
・
盗
若
並　
ニ

同
義
。（﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
一
抄
云
、
柳
子
︱
、
存
義
ハ
柳
ト
同
郷
ノ
人
ゾ
。
サ
ル
程
ニ
載
肉
︱
ス
ル
ゾ
。（﹃
一
元

抄
﹄﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
一
云
、
飲
食
︱
、
食ク
イ

モ
ノ
ノ
時
ハ
体
ガ
ア
ル
ホ
ド
ニ
食シ

ソ
。
食ク
ウ

時
ハ
食
シ
ョ
ク
ノ
音
ソ
。（﹃
一

元
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄）

・
湖
云
、
柳
子
︱
、
序
ヲ
以
テ
送
ル
ホ
ド
ニ
、
俎
ハ
マ
ナ
板
ゾ
。
人
ヲ
送
ル
時
ハ
、
必
ズ

酒
肉
ヲ
以
テ
餞
ニ
ス
ル
物
ソ
。
崇
ハ
盛
ル
也
。
若
知
︱
、守
護
ニ
成
ツ
テ
行
ク
ホ
ド
ニ
、

守
護
ノ
ス
ル
職
ヲ
知
ツ
タ
歟
ト
云
ウ
テ
聞
セ
ウ
ゾ
ト
云
フ
心
ゾ
。
吏
于
土
、
守
護
ニ
成

ル
ハ
吏
土
ヂ
ヤ
ゾ
。（﹃
笑
雲
抄
﹄・
傍
線
部
は
﹃
仁
月
抄
﹄）

・
澄
云
、
凡　
ソ

吏タ
ル二

于
土
一ニ

者
︱
、
ト
云
凡
ハ
、
コ
コ
デ
吏
官
ノ
コ
ト
ヲ
云
イ
出
ス
ホ
ド
ニ

凡
ト
云
ソ
。
凡
民
之
︱
ト
云
凡
ハ
、
コ
コ
カ
ラ
民
ノ
コ
ト
ヲ
云
イ
出
ス
ホ
ド
ニ
凡
ト
云

ゾ
。
凡
ノ
字
両
処
ニ
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
吏
ト
民
ト
ヲ
分
テ
云
ホ
ド
ニ
不
二ル

重
複
一セ

ソ
。

可
レ
着
レ
眼
者
也
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
凡
吏
乎
土
︱
、
吏
ト
ハ
守
護
ヲ
モ
云
イ
、
又
ハ
定
使
ヲ
モ
云
也
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
俎
ハ
マ
ナ
イ
タ
ナ
リ
。
吏
于
土
ト
ハ
処
ノ
代
官
ヲ
ス
ル
人
ノ
職
ヲ
シ
ツ
タ
カ
也
。（﹃
活

字
抄
Ⅰ
﹄）

・
柳
︱
、
俎
ハ
マ
ナ
イ
タ
。
崇
ミ
テ
テ
。
追
︱
、
出
立
ニ
因
出
ト
テ
進
レ

酒
ソ
。
送
レ

酒
食
ヲ
ハ

非
君
子
贈
ホ
ト
ニ
以
言
送
君
子
ノ
法
也
。
且
告
︱
凡
吏
︱
、
一
所
ノ
代
官
ナ
ン
ト
ス
ル

吏
ノ
職
知
ラ
シ
マ
ウ
タ
歟
。
民
ニ
課
役
ヲ
カ
ケ
テ
役
レ
民
ニ
ハ
ア
ラ
ス
。（﹃
彦
龍
抄
﹄）

﹃
柳
文
抄
﹄
で
は
、﹁
且
告
曰
﹂
よ
り
こ
の
作
品
の
柱
を
立
て
た
と
し
、
本
来
の
役
人
と
い

う
者
は
今
の
役
人
の
振
る
舞
い
で
は
あ
る
ま
い
と
解
し
て
い
る
。

﹃
仁
月
抄
﹄
の
某
僧
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
同
郷
の
薛
存
義
を
送
る
に
あ
た
り
、

柳
宗
元
が
餞
を
し
、
肉
を
ま
な
板
に
載
せ
、
酒
を
杯
に
盛
っ
て
勧
め
よ
う
と
江
の
畔
ま
で
追

い
か
け
る
。
そ
し
て
江
の
畔
で
存
義
を
送
る
際
に
酒
と
肉
を
勧
め
、
吏
の
あ
り
方
に
つ
い
て

語
り
始
め
る
。
昔
の
吏
と
は
人
を
治
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
が
、
今
の
吏
は
違
う
。
州

県
に
役
人
と
し
て
そ
の
土
地
を
司
る
者
の
職
を
、
あ
な
た
存
義
は
知
っ
て
い
る
か
、
一
つ
教

え
て
や
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ど
ん
な
州
県
で
あ
れ
、
そ
の
土
地
に
役
人
と
な
る
者
が
す
る
仕
事

を
存
義
は
知
っ
て
い
る
か
と
問
い
か
け
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
本
文
に
対
す
る

﹃
古
文
真
宝
﹄
の
注
に
﹁
一
篇
筋
骨
。﹂
と
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、﹁
凡
吏
於
土
者
、若
知
其
職
乎
﹂

の
十
字
が
こ
の
作
品
で
は
筋
骨
を
入
れ
た
よ
う
な
語
で
あ
る
た
め
、
そ
の
こ
と
を
い
う
註
だ

と
解
し
て
い
る
。

﹁
梅
﹂
こ
と
、
万
里
集
九
（
生
没
年
未
詳
）
は
、﹁
食
﹂
の
字
に
つ
い
て
、﹃
五
百
家
本
﹄

の
張
註
を
引
用
し
、
場
合
に
よ
っ
て
音
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
﹁
若
﹂
の

字
義
は
﹁
汝
﹂
で
あ
る
と
し
、
後
の
文
章
に
同
様
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
若
﹂
が
あ
る

こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
一
元
光
演
は
万
里
の
解
釈
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
。﹁
食
﹂
の
字

の
音
の
区
別
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

湖
月
信
鏡
は
、
﹃
仁
月
抄
﹄
某
僧
の
解
釈
と
同
様
に
、
薛
存
義
に
対
し
て
序
を
以
て
送

り
、
守
護
と
な
っ
て
行
く
の
に
守
護
の
す
る
職
務
を
知
っ
た
か
、
と
そ
の
職
の
こ
と
に
つ
い

て
聞
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。
守
護
に
な
る
と
は
そ
の
土
地
の
官
吏
に
な
る

こ
と
だ
と
語
句
の
説
明
も
加
え
て
い
る
。

月
渓
聖
澄
（
生
没
年
未
詳
）
は
、﹁
凡
そ
﹂
と
あ
る
の
は
、
こ
の
箇
所
で
役
人
に
つ
い
て

言
い
出
す
た
め
に
こ
の
字
を
用
い
て
い
る
と
し
、
後
の
文
章
に
も
﹁
凡
民
之
食
・
・
﹂
と
出

て
く
る
が
、
そ
こ
で
は
民
の
こ
と
を
言
い
出
し
て
い
る
た
め
だ
と
い
う
。
柳
宗
元
が
き
ち
ん

、
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と
使
い
分
け
、
言
い
出
す
対
象
が
重
複
し
て
お
ら
ず
、
着
眼
す
べ
き
字
で
あ
る
と
す
る
。

「
蓋
し
民
の
役
に
し
て
、
以
て
民
を
役
す
る
の
み
に
非
ざ
る
な
り
。」

・
我
モ
為
民
役
セ
ラ
ル
。
吏
カ
民
ヲ
役
ス
ル
ハ
カ
リ
テ
ハ
ナ
イ
。
下
カ
ラ
ソ
ノ
イ
ハ
レ
ヲ

書
也
。（﹃
柳
文
抄
﹄）

・
民
ニ
ツ
カ
ハ
ル
ル
也
。
民
ハ
カ
リ
ヲ
ツ
カ
ウ
ヘ
カ
ラ
ス
。（﹃
東
北
本
﹄）

・
蓋
ハ
疑
辞
也
。
蓋
民
︱
、
役エ
イ

ハ
使
也
。
役エ
キ

ハ
ツ
カ
ハ
レ
物
也
。
吏
湖
云
処
ノ
守
護
代
官
ヲ
云
也

官
ト
云
者
ハ
民
ノ
役

也
。
ナ
ゼ
ニ
ナ
レ
バ
、
民
ヲ
ヨ
ク
養
テ
民
ノ
コ
ト
ヲ
万
事
チ
ソ
ウ
シ
テ
、
民
ノ
ヨ
イ
様

ニ
シ
テ
民
ニ
ヨ
ク
思
ハ
レ
ン
ト
ス
ル
者
ノ
ナ
レ
バ
、
吏
ハ
民
之ノ

役
也
。
吏リ

ノ
職
ツ
カ
サ

ヲ
カ
カ

ヘ
タ
ホ
ド
ニ
ト
云
テ
、
民
ヲ
役
シ
テ
吏
ガ
民
ヲ
ツ
カ
ウ
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
吏
ハ
民
ノ
タ
メ

ノ
ヨ
イ
様
ニ
ス
ル
者
ノ
ナ
レ
ハ
、
民
ノ
タ
メ
ニ
役
ス
ル
者
ノ
ゾ
。
サ
ハ
ナ
ウ
テ
吏
ノ
民

ヲ
役
シ
テ
ツ
カ
ウ
ハ
ソ
デ
モ
ナ
イ
コ
ト
ゾ
。
注
ニ
文
老
ヲ
イ
テ
、

タ
ケ
テ

文
ガ
コ
ビ
テ
意
カ
幼
稚
ニ
ナ

イ
ト
云
テ
ホ
メ
タ
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
蓋
民
之
役
︱
、
守
護
職
ハ
民
ヲ
役
ス
ル
デ
ハ
無
キ
ゾ
。
民
ニ
役
セ
ラ
ル
ル
ゾ
。
其
ノ
故

ハ
民
ヲ
愛
シ
テ
養
フ
心
ヲ
持
子
ハ
悪
ゾ
。
サ
ア
レ
ハ
役
セ
ラ
ル
ル
理
也
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
湖
云
、
言
フ
ハ
、
処
ノ
守
護
ヤ
代
官
ト
云
フ
者
ハ
、
民
ヲ
進
退
シ
テ
民
ヲ
役
使
セ
ウ
ス

ル
事
ヂ
ヤ
ガ
、
サ
ウ
無
イ
物
ゾ
。
却
ツ
テ
民
ニ
守
護
代
官
ハ
役
使
セ
ラ
ル
ル
物
ゾ
。
ナ

ゼ
ニ
ト
云
ヘ
バ
、
民
ヲ
能
ク
養
ウ
テ
民
ヲ
愛
セ
イ
デ
ハ
叶
ハ
ヌ
モ
ノ
ゾ
。
民
ニ
能
ク
思

ハ
レ
ウ
ト
ス
ル
程
ニ
、
守
護
ガ
却
ツ
テ
民
ニ
役
セ
ラ
レ
タ
物
ゾ
。（﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
民
之
役
ト
ハ
、
民
ニ
ツ
カ
ワ
レ
ヨ
。
民
ヲ
ツ
カ
フ
ヘ
カ
ラ
ス
。（﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄）

・
蓋
民
︱
、
民
カ
我
ヲ
役
ス
ル
ナ
リ
。
吏
職
シ
ヨ
ク
ヲ
以
テ
民　
ミ

ヲ
役
ス
ル
ニ
ハ
ア
ラ
ス
。
役
ハ
使
シ
ナ
リ

也
。（﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄）

・
文
老タ
ケ
テ︱
、
三
謂
言
ハ
文
ノ
骨
格
ハ
老
成
シ
テ
、
其
ノ
意
ハ
佳
ヨ
キ
コ
ト
　

絶
ス
グ
レ
タ
リナ
ゾ
。
老
ト
云
ハ

文
ガ
幼
ビ
レ
ヌ
ゾ
。（﹃
笑
雲
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄）

﹃
柳
文
抄
﹄
で
は
、
柳
宗
元
自
身
も
民
に
使
わ
れ
る
身
で
あ
っ
て
、
役
人
が
民
を
使
う
の

で
は
な
い
と
し
、
下
か
ら
そ
の
理
由
を
述
べ
た
と
解
し
て
い
る
。

﹃
仁
月
抄
﹄
の
某
僧
の
解
は
、﹁
蓋
﹂
が
疑
辞
で
あ
り
、﹁
役
﹂
が
使
わ
れ
る
も
の
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
役
人
と
は
民
が
使
う
も
の
で
あ
り
、な
ぜ
に
と
い
え
ば
民
を
し
っ
か
り
養
い
、

全
て
の
こ
と
を
も
て
な
し
、
民
に
良
く
思
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
役
人
の

仕
事
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
民
に
仕
事
を
さ
せ
使
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
と
解
し
て
い

る
。
ま
た
、
他
の
某
僧
も
、
守
護
は
民
を
使
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
愛
し
て

養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

湖
月
信
鏡
は
、
守
護
や
代
官
は
民
の
進
退
を
決
め
て
、
民
を
使
役
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

そ
う
で
は
な
い
。
逆
に
守
護
や
代
官
は
民
に
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
民
を
養
い
民

を
愛
さ
な
け
れ
ば
叶
わ
な
い
と
解
し
て
い
る
。

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、﹃
古
文
真
宝
﹄
の
注
に
﹁
文
老
意
佳
。﹂
と
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、﹃
仁

月
抄
﹄
の
某
僧
は
、文
章
が
媚
び
た
も
の
で
な
く
、内
容
が
幼
稚
で
は
な
い
と
解
し
、笑
雲
清
三
は
、

文
章
の
骨
格
が
熟
達
し
、
そ
の
内
容
が
佳
絶
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

諸
禅
僧
の
﹃
古
文
真
宝
﹄
に
お
け
る
解
釈
は
同
様
で
あ
る
。
柳
宗
元
自
身
が
民
の
た
め
に

使
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
役
人
が
民
を
使
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

②
第
二
段
落

「
凡
そ
民
の
土
に
食
す
る
者
は
、
其
の
十
の
一
を
出
だ
し
て
吏
を
傭
ひ
、
平
を
我
に
司
ど
ら

し
む
る
な
り
。」

・
年
貢
ハ
民
ニ
ツ
カ
ハ
レ
テ
賃
ニ
ト
ル
義
也
。
年
貢
十
一
之
法
也
。
傭
ハ
ア
タ
イ
也
。
日

養
シ
テ
賃
ヲ
取
ト
同
也
。
我
カ
平
ト
カ
ク
ヘ
キ
ヲ
文
ニ
司
平
於
我
カ
ク
。
平ク
ル二

不
平
一ヲ

之
意
也
。

出
其
十
一
傭
乎
︱
、
言
民
出
所
耕
十
分
一
、
以
供
吏
。
其
意
蓋
以
吏
為
民
施
政
平
均
也
。

吏
能
行
其
政
、
受
其
所
給
。
則
此
民
傭
吏
也
。（﹃
柳
文
抄
﹄・
傍
線
部
﹃
民
博
本
﹄）
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・
賦
税
十
一
之
法
也
。
民
以
十
分
一
吏
ニ
ア
ク
ル
ソ
。
平
、
理
非
ヲ
決
断
。
愚
謂
、
廷
尉

天
下
之
平
之
平
也
。（﹃
東
北
本
﹄）

・
一
抄
云
、
民
ノ
土
ニ
食
物
ハ
田
ヨ
リ
年
貢
ヲ
十
分
ノ
物
ヲ
一
分
吏
ニ
渡
ス
ゾ
。（﹃
笑
雲

抄
﹄﹃
一
元
抄
﹄）

・
湖
云
、
凡
民
︱
、
民
ハ
土
ヲ
食
ム
モ
ノ
ゾ
。
土
ヲ
耕
シ
テ
食
フ
程
ニ
ゾ
。
出
其
︱
、
民

ハ
公
方
ノ
年
貢
ヲ
十
分
ガ
一
、
地
頭
殿
ヘ
出
ス
物
ゾ
。
出
ノ
心
ハ
、
民
ヲ
安
穏
ニ
土
地

ニ
置
イ
テ
タ
マ
ハ
レ
ト
云
意
ゾ
。
サ
ウ
ア
レ
バ
傭
二
乎
吏
一
ヂ
ヤ
ゾ
。
ナ
ゼ
ニ
ナ
レ
バ
、

民
ヨ
リ
十
分
一
ノ
年
貢
ヲ
取
ツ
テ
、
ソ
レ
ヲ
賃
ニ
シ
テ
、
守
護
代
官
ハ
ヤ
ト
ハ
レ
テ
、

吏
ニ
成
ツ
テ
居
ヂ
ヤ
ゾ
。
吏
ト
ハ
公
方
人
ノ
総
名
ゾ
。
十
分
一
ノ
年
貢
ヲ
賃
ト
ス
ル
ゾ
。

傭
乎
吏
、
ヤ
ト
ハ
レ
テ
吏
ニ
成
ル
心
ゾ
。
傭
ト
云
フ
ハ
、
賃
ヲ
ト
ツ
テ
物
ヲ
ス
ル
ヲ
云

ゾ
。
或
ハ
傭
書
ト
云
ヒ
、
陳
勝
ガ
傭
耕
ス
ル
ト
云
モ
同
ジ
意
ゾ
。
使
司
︱
、
サ
テ
平
治

ス
ル
事
ヲ
守
護
ニ
司
ラ
ス
ル
ゾ
。
我
ト
ハ
、
守
護
ニ
我
ゾ
。
平
ト
ハ
平
均
ノ
義
ゾ
。
年

貢
賦
歛
等
ヲ
平
均
ニ
有
ル
ベ
キ
様
ニ
ス
ル
ゾ
。（﹃
笑
雲
抄
﹄・
傍
線
部
は
﹃
仁
月
抄
﹄）

・
平
ハ
仁
云
、
仄
声
也
。
方
言
ニ
一
鬨
之ノ

市
ニ
モ
必　
ス

立　
ツ

二

之
　
レ
カ

平
一ヲ

ノ
時
ハ
、
平
ノ
字
ハ
仄

声
也
。
ソ
ノ
時
ハ
平
ハ
市
ノ
奉
行
ノ
コ
ト
也
。
コ
コ
モ
ソ
ノ
心
ト
見
ル
ト
也
。
平
二

不

平
一ヲ

也
。
平
ト
ハ
ナ
ン
デ
マ
リ
、
訴
訟
コ
ト
ア
ル
ヲ
、
ヒ
イ
キ
ヘ
ン
バ
モ
ナ
ク
、
平
均

ニ
云
イ
ツ
ケ
ラ
レ
ヨ
ト
云
コ
ト
ニ
、
十
分
一
ヲ
民
ガ
出
テ
吏
ニ
ヤ
ル
ハ
、
賃
ヲ
カ
イ
テ

人
ヲ
ヤ
ト
ウ
心
也
。
ソ
レ
ハ
公
事
ゴ
ト
ナ
ン
デ
マ
リ
、
ス
グ
ニ
マ
ツ
平
タ
イ
ラ
ニ

正
直
ナ
コ
ト

ヲ

司

ツ
カ
サ
ド
ラ
シ
テ

云
イ
ゴ
ト
ノ
ナ
イ
様
ニ
ト
云
コ
ト
也
。
吏
ニ
我
ソ
。
吏
ト
守
護
ト
同
。
我
ト

ハ
吏
官
也
。
仁
云
、
ナ
ニ
コ
ト
ガ
出
来
ス
ル
ト
モ
、
平
等
ニ
平
分
ニ
ヨ
ウ
シ
テ
タ
マ
ワ

レ
ト
云
コ
ト
ニ
、
賃
ヲ
ヤ
ル
コ
ト
也
。
サ
ル
ホ
ド
ニ
吏
ハ
民
之ノ

役
也
。
役
　
ス
レ
バレ

民　
ヲ

イ
ワ
レ

ヌ
コ
ト
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
凡
民
︱
、是
カ
ラ
民
ノ
コ
ト
。
一
篇
之
骨
ソ
。
干
要
ソ
。
傭
ハ
賃
ヲ
人
ニ
ヤ
ル
コ
ト
也
。

民
ノ
田
ヲ
耕
テ
食ハ
ム

二

土
毛
一ヲ

者　
ノ

十
ノ
物
ノ
一
分
ヲ
地
頭
殿
ヘ
出
シ
テ
納イ
ル

二

其　
ノ

税ゼ
イ
ヲ一

也
。
民

ヲ
安
穏
ニ
土
地
ニ
置
テ
タ
マ
ハ
レ
ト
云
心
也
。
十
ノ
物
ノ
一
分
出
也
。
一
石
ノ
米
ヲ
十

分
一
ナ
レ
バ
、
一
斗
納
ル
也
。
傭
ハ
賃
ヲ
人
ニ
ヤ
ル
コ
ト
也
。
民
ガ
吏
ニ
十
分
一
ヲ
チ

ン
ニ
カ
イ
テ
吏
ヲ
ヤ
ト
ウ
心
也
。平
ト
ハ
市イ
チ

奉
行
ナ
ド
ノ
心
ト
ミ
ヘ
タ
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
凡
民
之
食
︱
傭
于
吏
︱
、
食ハ
ム

二

於
土
一ニ

ト
ハ
、
耕
　
シ
テ二

土
地
一ヲ

食
ゾ
。
貢
物
ヲ
十
分
カ
一
ヲ

公
方
ヘ
出
ス
ゾ
。
傭
レ

吏　
ニ

ト
ハ
、
年
貢
ノ
内
十
一
分
ヲ
地
頭
ド
ノ
ヘ
上
ケ
テ
、
ソ
レ
ヲ

守
護
ノ
賃
ニ
取
リ
テ
、
セ
イ
バ
イ
ヲ
平
分
ニ
シ
テ
、
民
ヲ
安
穏
ニ
置
テ
賜
ヘ
ト
云
心
ゾ
。

傭
ス
ト
ハ
、
マ
イ
ナ
イ
ヲ
ス
ル
方
ゾ
。
注
ニ
、
下
得
︱
、
語
ノ
云
イ
下
ク
ダ
シ

様
ガ
チ
ヤ
ウ
チ

ヤ
ウ
ド
マ
ト
ヲ
イ
ル
如
ク
ニ
、
的
マ
ト
ニ
ア
タ
ル

當
ニ
ア
タ
ツ
タ
コ
ト
ヲ
云
也
。
的
マ
サ
ニ
ア
タ
ル當

也
。
マ
ト
ニ

ア
タ
ル
如
ナ
ト
云
心
也
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
食
於
土
ト
ハ
、
民
ノ
ス
キ
ハ
イ
ハ
田
ヲ
ツ
ク
リ
、
其
米
ヲ
十
分
一
代
官
ニ
出
ス
ソ
。
傭

ト
ハ
守
護
ス
ル
辛
労
分
ニ
ト
ラ
ス
ル
ナ
リ
。（﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄）

・
凡
民
︱
、
下
民
ノ
土
毛
ヲ
食
ム
ハ
、
十
分
ニ
一
分
ヲ
出イ
タ

シ
テ
其　
ノ

税セ
イ

ヲ
納
ル
故
ニ
、
吏
ニ

傭
雇
シ
テ
治
平
ヲ
主　
サ

ト
ラ
シ
ム
ナ
リ
。（﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄）

﹃
柳
文
抄
﹄
に
は
仮
名
抄
と
漢
文
抄
が
存
在
す
る
。
仮
名
抄
で
は
、
年
貢
は
民
に
使
わ
れ

る
賃
金
と
し
て
取
る
の
で
あ
り
、
そ
の
年
貢
と
し
て
十
分
の
一
を
取
っ
て
い
る
。
傭
は
そ
の

賃
金
の
値
で
あ
る
。
日
々
養
っ
て
賃
金
を
取
る
の
と
同
じ
事
で
あ
る
。
ま
た
﹁
平
を
我
に
司

ら
し
む
﹂
と
あ
る
の
は
、
平
で
な
い
政
治
を
平
に
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
。
漢
文

抄
で
は
、
民
に
対
し
て
政
治
を
行
う
の
に
平
均
に
施
す
と
す
る
。
役
人
は
政
治
を
行
っ
て
そ

の
給
料
を
も
ら
う
が
、
こ
れ
は
民
が
役
人
を
雇
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
と
解

し
て
い
る
。

湖
月
信
鏡
は
、
民
は
土
を
耕
し
て
食
べ
て
暮
ら
す
者
で
あ
り
、
そ
の
収
穫
の
内
十
分
の
一

を
年
貢
と
し
て
差
し
出
す
。
そ
の
目
的
は
、
自
分
た
ち
の
土
地
を
安
穏
に
治
め
て
く
だ
さ
い

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
役
人
を
雇
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
役
人
は
民
に
雇
わ
れ

て
、
そ
の
職
に
就
い
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
傭
の
字
義
を
説
明
し
、
文
意
を
解
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
民
は
年
貢
を
出
し
て
誰
し
も
平
等
に
平
均
し
て
治
め
る
こ
と
を
役
人
に
任

せ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。
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仁
如
集
堯
は
、﹁
平
﹂
の
字
義
を
解
説
し
た
上
で
、
民
は
訴
訟
や
公
事
等
に
お
い
て
、
役

人
が
平
等
に
扱
う
よ
う
に
さ
せ
る
た
め
に
、
十
分
の
一
の
年
貢
を
支
払
っ
て
い
る
と
す
る
。

役
人
は
民
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仁
如
の
﹃
古
文
真
宝
﹄
の
講
義
は
何
度
か
行
わ
れ

た
ら
し
く
、
同
様
の
解
釈
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

﹃
仁
月
抄
﹄
の
某
僧
の
解
釈
は
、
湖
月
や
仁
如
と
同
様
で
あ
る
が
、﹃
古
文
真
宝
﹄
本
文
の

注
に
﹁
呂
云
、
下
得
的
當
。﹂
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
下
に
続
い
て
い
く
様
が
、
ま
る
で
的

に
当
た
る
よ
う
に
的
確
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄
や
﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄
は
字
義
が
中
心
で
あ
り
、
他
の
解
釈
と
差
異
は
な
い
。

「
今
、
其
の
直
を
受
け
て
其
の
事
を
怠
る
者
、
天
下
皆
然
り
。
豈
に
惟
だ
之
を
怠
る
の
み
な

ら
ん
や
。
又
従
ひ
て
之
を
盗
む
。」

・
怠
其
事
、
不
レ
平　
ケ

不
平
一ヲ

也
。

然
今
吏
皆
受
其
直
、
不
勤
其

也
。
不
啻
如
此
、
又
非
分
貪
取
民
物
、
此
即
盗
也
。

（
﹃
柳
文
抄
﹄
）

・
盗
、
十
分
一
之
他
取
之
也
。（﹃
東
北
本
﹄）

・
一
抄
云
、
今
︱
、
民
ノ
方
カ
ラ
物
ヲ
バ
取
ツ
テ
民
ノ
事
ヲ
バ
怠
タ
ル
ゾ
。
豈
︱
、
怠
ル

ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
民
ノ
物
ヲ
ヌ
ス
ム
ゾ
。
直
ヲ
守
護
ガ
受
ケ
ル
ゾ
。
サ
テ
、
直
ウ
チ
民
ノ

前
ヨ
リ
受
ケ
テ
民
ヲ
養
ウ
テ
治
メ
ル
事
ヲ
バ
怠
ル
ゾ
。
今
天
下
皆
此
ノ
如
キ
ゾ
。
ソ
レ

ハ
怠
ル
デ
ハ
無
イ
ゾ
。
盗
賊
シ
タ
物
ヂ
ヤ
ゾ
。
民
ノ
物
ヲ
盗
ム
ヂ
ヤ
ゾ
ト
云
フ
心
ゾ
。

（﹃
笑
雲
抄
﹄・
傍
線
部
は
﹃
一
元
抄
﹄）

・
今
ノ
吏
ハ
十
分
一
ヲ
ハ
ト
リ
テ
平
ヲ
バ
ヲ
コ
ナ
ハ
ヌ
也
。
今
受
︱
、
第
三
截
也
。
今
ノ

字
ノ
下
ニ
本
集
ニ
ハ
我

吏
官
ゾ

ノ
字
ヲ
加
ゾ
。
今
ノ
世
ノ
吏
官
ハ
民
ノ
ヤ
ト
イ
賃チ

ン

ノ
傭
ノ
直

ア
タ
イ

ヲ

チ
ウ
ケ
テ
、
サ
テ
民
ノ
用
ニ
吏
ノ
ス
ル
事
ヲ
バ
怠

ヲ
コ
タ
ツ
テ、

ナ
ン
ノ
用
ニ
モ
タ
タ
イ
デ
民
ノ

物
ヲ
ヌ
ス
ム
也
。
天
下
ノ
吏
タ
ル
者
ノ
皆
ナ
然

如
比
ト
云
心
ゾ

リ
。
皆
然
ト
ハ
天
下
之
吏
ヲ
シ
ナ
シ
テ
、

皆
ナ
如
レ

此　
ノ

ア
ル
ゾ
ト
云
心
也
。
皆
然
ト
ハ
皆
如
レ

此
ナ
ト
云
心
ゾ
。
豈
惟
︱
、
タ
タ

吏
官
ノ
ス
ル
事

ワ
ザ
ヲ

、　

怠
ヲ
コ
タ
ルバ

カ
リ
デ
ハ
ナ
ウ
テ
、
又
従
レテ

怠　
ニ

民
ノ
ヲ
サ
ム
ル
賦

ク
バ
リ
ヲ
サ
ム

税
ヲ
盗

　
ヌ
ス
ミ

取

也
。
歛
也
。
以
物
遺
人
曰
税
。
注
ニ
下
ク
ダ
シ
テ
︱

ク
ダ
ス
コ
ト
ナ
リ

云
イ
下
ク
ダ
ス
コ
ト

的
當
ニ
ア
タ
タ
ツ
ゾ
。
マ
ト
ニ

イ
ア
ツ
ル
如
也
（﹃
仁
月
抄
﹄・
傍
線
部
は
﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄）

・
今
受
其
直
︱
天
下
︱
、
今
時
ノ
守
ハ
、
民
ノ
土
貢
ヲ
ハ
取
テ
、
民
ノ
事
ニ
怠
テ
、
民
ヲ

セ
イ
バ
イ
シ
ツ
、
民
ヲ
養
育
ヲ
ス
ル
コ
ト
ヲ
ハ
怠
テ
セ
ヌ
ソ
。
一
天
下
ガ
此
分
ゾ
。
豈

惟
怠
︱
、
百
姓
カ
守
護
賃
ノ
貢
物
ヲ
出
ス
ヲ
取
ル
マ
デ
デ
モ
無
テ
、
其
ノ
余
ニ
モ
民
ヲ

セ
ブ
リ
取
ル
ホ
ド
ニ
、
民
ノ
物
ヲ
盗
ム
同
前
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
今
︱
、
民
ハ
今
モ
十
分
ノ
一
ヲ
上
ヘ
出
サ
ヌ
コ
ト
ハ
有
マ
イ
カ
、
吏
ノ
怠
也
。
非
レ
怠
　
ノ
ミ
ニ、

臨
時
ヲ
云
ヨ
。
盗
人
ソ
。（﹃
彦
龍
抄
﹄）

・
三
謂
下
ト
ハ
語
ヲ
下
シ
得
テ
的
當
之
義
歟
。（﹃
笑
雲
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄）

﹃
柳
文
抄
﹄
で
は
、
仮
名
抄
に
お
い
て
、
平
で
な
い
政
治
を
平
に
す
る
こ
と
が
出
来
て
い

な
い
と
す
る
。
漢
文
抄
に
お
い
て
、
今
の
役
人
は
そ
の
賃
金
を
も
ら
い
な
が
ら
、
そ
の
職
を

全
う
せ
ず
、
そ
れ
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
民
の
物
を
む
さ
ぼ
り
取
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
盗
み
で

あ
る
と
解
し
て
い
る
。

一
元
光
演
は
、
今
の
役
人
は
民
か
ら
物
を
取
っ
て
お
き
な
が
ら
、
民
の
こ
と
を
怠
り
、
怠

る
の
み
な
ら
ず
物
を
盗
ん
で
い
る
。
天
下
の
役
人
が
皆
民
か
ら
賃
金
を
受
け
取
り
な
が
ら
民

を
養
い
治
め
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
怠
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
民
か
ら

盗
ん
だ
と
同
然
な
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

﹃
仁
月
抄
﹄
の
某
抄
や
﹃
彦
龍
抄
﹄
は
、
同
様
の
解
釈
で
あ
る
。
た
だ
し
﹃
仁
月
抄
﹄
の

某
抄
は
、
こ
の
箇
所
の
﹃
古
文
真
宝
﹄
注
に
﹁
下
的
當
。﹂
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
下
に
続

く
の
が
ま
る
で
的
に
当
た
る
よ
う
に
的
確
だ
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
笑
雲
清
三
の
解
釈
も

同
様
で
あ
る
。

「
向
に
一
夫
を
家
に
傭
ひ
、
若
の
直
を
受
け
て
若
の
事
を
怠
り
、
又
若
の
貨
器
を
盗
ま
ば
、

則
ち
必
ず
甚
だ
怒
り
て
之
を
黜
罰
せ
ん
。」



太
　
田
　
　
　
亨

299（12）

・
向
使
︱
、
イ
テ
タ
ト
ヘ
ヲ
云
テ
キ
カ
セ
ウ
。
貨
器
︱
、
ス
キ
ク
ハ
ノ
類
也
。

向
使
傭
一
夫
︱
、
此
以
下
設
一
段
喩
也
。
若
為
吏
傭
一
夫
於
家
中
、
其
夫
若
受
直
而
不

務
事
、
則
吏
當
罸
之
也
。（﹃
柳
文
抄
﹄・
傍
線
部
﹃
民
博
本
﹄）

・
一
抄
云
、
傭
︱
、
傭
ス
ル
ハ
賃
ヲ
取
ツ
テ
シ
ゴ
ト
ヲ
ス
ル
ヲ
云
フ
ゾ
。
チ
ン
ヲ
取
ツ
テ

民
ノ
事
ヲ
バ
怠
リ
、結
句
ヌ
ス
ム
程
ニ
、然
ラ
バ
怒
ル
ベ
キ
ゾ
。コ
レ
ハ
タ
ト
ヘ
ゾ
。（﹃
一

元
抄
﹄﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
挙
譬
也
。
向
サ
キ
ニ
シ
メ
ン

使
レ
︱
二セ

︱
一
、
向
サ
キ
ニ

ノ
字
得ヘ

ニ
ク
イ
也
。
タ
ト
ヘ
ニ
云
コ
ト
ヂ
ヤ
ホ
ド
ニ
、

前
ト
ハ
ミ
ヘ
ズ
。
仁
云
ク
、
向
ム
カ
イ
ニト

心
得ヘ

ヨ
ト
云
ゾ
。
サ
キ
ハ
向
ム
カ
イ

也
。
澄
謂
ク
、
向
サ
キ
ニ

ト
ハ

向キ
ヤ
ウ

後コ
ウ

ニ
ト
云
心
歟
。
今
ヨ
リ
ユ
ク
向
サ
キ
ニ

ト
云
義
歟
ト
問
ヘ
バ
、
サ
デ
ハ
ア
ル
マ
イ
ト
云

ヘ
ド
モ
、
心
ハ
イ
タ
歟
也
。
一
夫
、
奴
僕
也
。
一
僕
ヲ
云
也
。
云
心
ハ
サ
キ
ニ
一

ヒ
ト
リ
ノ

夫
ヲ
ツ
ト

ヲ
賃
ヲ
カ
イ
テ
ヤ
ト
ウ
テ
、
ヤ
ト
イ
テ
ノ
家
ノ
事

コ
ト
ヲ

ヲ
云
イ
ツ
ケ
テ
サ
セ
ウ
ズ
ル
ニ
、
一

夫
ガ
ヤ
ト
ハ
レ
賃チ

ン

ノ
直

ア
タ
イ

ヲ
チ
ウ
ケ
ト
リ
テ
ス
ル
シ
ゴ
ト
ヲ
バ
怠
ヲ
コ
タ
ツ
テ、
ア
ゲ
ク
ニ
主
人
ノ

貨タ
カ
ラト

器
ト
ヲ
ヌ
ス
ミ
ト
ツ
タ
ラ
バ
、
必
ス
ヤ
ト
イ
テ
ガ
、
甚
タ
怒韻

会
恚
也
憤
也

テ
ア
レ
、
ヲ
ン
ダ
セ

ト
云
テ
黜

シ
リ
ゾ
ケ
テ

刑
罸
セ
ン
也
。
上ウ
ヘ

ニ
云
フ
吏
官
ノ
民
ノ
物
ヲ
ト
リ
ナ
ガ
ラ
、
民
ノ
用
ニ
タ

タ
ヌ
ニ
タ
ト
ヘ
テ
云
タ
コ
ト
也
。（﹃
仁
月
抄
﹄・
傍
線
部
は
﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄）

・
向
サ
キ
ニ

︱
、
仁
ノ
云
、
向サ
キ

ニ
ハ
コ
コ
ニ
ナ
ド
ト
云
ヤ
ウ
ナ
心
ナ
ル
ベ
シ
。
コ
コ
ニ
一
夫
ヲ
ヤ

ト
ワ
ウ
ズ
ル
ニ
ノ
心
也
ト
云
々
。
若
ナ
ン
ヂ

、
瓢
謂
若
ナ
ン
ヂ

ト
ハ
一
夫
ヲ
ヤ
ト
ウ
テ
ツ
カ
ウ
人
ヲ
指

テ
云
也
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
澄
云
、
上
ト
下
ト
ヲ
合
テ
ミ
ル
ベ
キ
也
。
上
ニ
云
フ
出　
シ
テ二
其　
ノ

十　
ガ

一
一ヲ

傭　
ジ
テ二
乎
吏
一ニ

ト
云
ハ
、

下
ノ
使
シ
メ
ン
ニレ

傭
二セ

一
夫　
ヲ

於
家
一ニ

受
　
ウ
ケ

二

若
ナ
ン
ヂ
ノ

直
一ヲ

ト
云
ト
可
レ
合
也
。
大
全
、
若
ハ
汝
也
。
主
人

也
。
一
僕
ヲ
ヤ
ト
イ
テ
ノ
主
人
也
。
上
ノ
今
受
二

其　
ノ

直
一ヲ

怠　
タ
ル二

其
事
一ヲ

者ノ

ト
云
ト
、
下
ノ

受
若
直
怠
二
若　
ノ

事
一ヲ

ト
可
レ
合
也
。
上
ノ
又
従　
テ

而
盗ヌ
ス
ムレ
之　
ヲ

ト
云
ト
、
下
ノ
又
盗ヌ
ス
マ
バ二

若　
ノ

貨
器
一

︱
ト
云
ト
合
テ
ミ
レ
バ
、
文
ニ
一
段
ト
味
ガ
ア
ル
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
湖
云
、
若
ナ
ン
ヂ
ノ
字
ハ
僕
ノ
主
人
ニ
見
テ
ヨ
イ
ゾ
。
サ
テ
存
義
カ
上
ニ
ヒ
ツ
カ
ケ
テ
云
ソ
。

上
来
云
フ
如
ニ
、
貴
方
ノ
僕
ガ
有
テ
、
結
句
盗
ヲ
セ
バ
、
存
義
ハ
大
ニ
怒
テ
黜
罸
セ
ウ

ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
向タ
ト
イ使
ト
モ
ヨ
ム
ゾ
。
向
使
傭
︱
受
︱
怠
︱
又
︱
必
︱
、譬
ヘ
ハ
一
僕
ヲ
置
テ
使
ハ
ン
ニ
、

主
人
ノ
恩
ヲ
受
ナ
ガ
ラ
無
奉
公
ニ
シ
テ
、
結
句
ニ
主
人
ノ
財
ヲ
盗
賊
セ
バ
主
人
大
ニ
怒

テ
其
奴
ヲ
黜
罸
ス
ベ
キ
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄・
傍
線
部
は
﹃
笑
雲
抄
﹄
の
湖
抄
）

・
向
︱
、
此
一
段
ハ
譬
ヲ
云
也
。
又
盗
︱
、
貨
財
也
。
此
倩
人
カ
物
ヲ
ハ
セ
イ
テ
結
句
物

ヲ
盗
ム
ヨ
。（﹃
彦
龍
抄
﹄）

・
傭
一
夫
於
家
ト
ハ
、
柳
カ
タ
ト
ヘ
ニ
云
タ
ソ
。
米
ヲ
ト
ラ
セ
テ
年
中
ニ
何
ホ
ト
ノ
奉
公

ヲ
セ
ヨ
ト
云
テ
人
ヲ
ヤ
ト
ウ
ソ
。
其
如
ク
民
モ
守
ヲ
セ
ヨ
ト
ヤ
ト
ツ
テ
、
其
給
ニ
米
ヲ

十
分
一
ト
ラ
ス
ル
ソ
。
面
白
イ
タ
ト
ヘ
也
。
黜
ハ
シ
リ
ソ
ク
ル
也
。
罸
ハ
罪
ニ
ヲ
コ
ナ

ウ
ソ
。（﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄）

・
注
、
譬タ
ト
ヘ

︱セ
ツ
ナ
リ

、
切
ト
ハ
親
切
ニ
チ
カ
イ
方
也
。
タ
ト
ヘ
ヲ
親
切
ニ
チ
カ
ウ
云
タ
ト
云
心
也
。

キ
ブ
ウ
チ
カ
イ
方
也
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

﹃
柳
文
抄
﹄
で
は
、
仮
名
抄
に
お
い
て
、
こ
れ
か
ら
譬
え
を
聞
か
せ
る
と
し
、
貨
器
は
鋤

や
鍬
の
類
を
意
味
す
る
と
あ
る
。
漢
文
抄
に
お
い
て
、
こ
の
箇
所
が
譬
え
で
あ
り
、
も
し
役

人
が
一
人
の
奴
僕
を
家
に
雇
い
、
そ
の
奴
僕
が
賃
金
を
受
け
取
り
な
が
ら
仕
事
を
し
な
け
れ

ば
、
役
人
は
そ
の
奴
僕
を
罰
す
る
で
あ
ろ
う
と
あ
る
。

一
元
の
抄
に
は
、﹁
傭
﹂
が
賃
金
を
取
っ
て
仕
事
を
す
る
こ
と
を
言
い
、
役
人
が
賃
金
を

取
り
な
が
ら
民
の
こ
と
を
怠
り
、
あ
げ
く
に
盗
ん
だ
な
ら
ば
怒
る
だ
ろ
う
と
解
し
、
こ
の
箇

所
は
譬
え
を
述
べ
て
い
る
と
す
る
。

仁
如
集
堯
は
﹁
向
﹂
の
字
を
﹁
サ
キ
に
﹂
と
読
ん
で
﹁
む
か
い
に
﹂
の
意
味
で
解
し
、
聖

澄
は
﹁
今
後
﹂
と
い
う
意
味
で
解
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
先
に
一
人
の
奴
僕
を
雇
っ
た
と
し

て
、
家
の
こ
と
を
さ
せ
る
の
に
、
そ
の
奴
僕
が
賃
金
を
受
け
取
っ
て
お
き
な
が
ら
怠
け
、
挙

げ
句
の
果
て
に
主
人
の
物
を
盗
ん
だ
な
ら
ば
、
甚
だ
腹
を
立
て
て
退
け
て
誅
罰
す
る
で
あ
ろ

う
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
前
の
つ
な
が
り
と
し
て
、
役
人
が
物
を
取
り
な
が
ら
民
の
用
に

立
っ
て
い
な
い
こ
と
を
喩
え
た
箇
所
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
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日
本
中
世
禅
林
に
お
け
る
柳
文
解
釈

仁
如
は
﹁
向
﹂
を
﹁
こ
こ
に
﹂
と
し
、
こ
こ
に
一
人
の
奴
僕
を
雇
う
と
解
し
て
い
る
。
そ

し
て
、﹁
瓢
﹂
こ
と
、
彭
叔
守
仙
（
一
四
九
〇
～
一
五
五
五
）
は
﹁
若
﹂
に
つ
い
て
、
雇
っ

て
使
う
立
場
の
人
物
と
解
し
た
と
言
う
。

月
渓
聖
澄
は
、
前
の
文
章
と
の
関
連
を
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。﹁
出
其
十
一
傭
乎
吏
﹂

と
﹁
使
傭
一
夫
於
家
受
若
直
﹂、﹁
今
受
其
直
怠
其
事
者
﹂
と
﹁
受
若
直
怠
若
事
﹂、﹁
又
従
而

盗
之
﹂
と
﹁
又
盗
若
貨
器
﹂
が
そ
れ
ぞ
れ
内
容
的
に
対
応
し
て
い
る
と
し
、
こ
の
対
応
を
読

み
と
れ
ば
一
段
と
味
わ
い
深
い
と
す
る
。

湖
月
信
鏡
は
、﹁
若
﹂
が
奴
僕
の
主
人
と
し
、
薛
存
義
に
当
て
は
め
、
も
し
存
義
の
奴
僕

が
盗
み
を
し
た
ら
あ
な
た
は
怒
る
だ
ろ
う
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
﹁
向
使
﹂
を
﹁
た
と
い
﹂

と
解
釈
で
き
る
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。

﹃
彦
龍
抄
﹄
や
﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄
で
は
解
釈
の
内
容
に
差
異
は
見
ら
れ
な
い
が
、﹁
黜
﹂
が
退

け
る
の
意
、﹁
罸
﹂
が
罪
に
行
う
の
意
だ
と
す
る
。

﹃
古
文
真
宝
﹄
の
こ
の
箇
所
の
注
に
﹁
譬
得
切
。﹂
と
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、﹃
仁
月
抄
﹄

で
は
、
譬
え
を
親
切
に
言
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。

「
今
の
天
下
多
く
此
に
類
す
る
を
以
て
す
る
も
、 

民
敢
へ
て
其
の
怒
り
と
黜
罰
と
を
肆
に
す

る
こ
と
莫
き
は
何
ぞ
や
。
勢
ひ
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
勢
ひ
は
同
じ
か
ら
ざ
る
も
、
理
は

同
じ
。
吾
が
民
を
如
何
せ
ん
。」

・
吏
ハ
上
也
。
民
ハ
下
也
。
両
点
ト
レ
モ
好
イ
。
吏
可
罸
同
二
同
様
可
罰
之
理
一
也
。（﹃
民

博
本
﹄
で
は
、

リ理チ
ハ

同　
シ

、両
点
ト
レ
モ
好
イ
。
吏
可　
コ
トレ

罸
之
理
、同
二
賃
傭
之
可
罸
之
理
一
也
）

同
ト
ハ
此
ノ
意
也
。
如
吾
民
︱
、
此
四
字
ヲ
面
白
カ
ル
。

然
已
受
民
直
、
而
不
務
事
、
不
為
民
罸
、
以
上
下
勢
異
也
。
然
以
理
言
之
、
全
相
同

也
。
（
﹃
柳
文
抄
﹄
・
傍
線
部
﹃
民
博
本
﹄
）

・
吏
ハ
上
也
。
民
ハ
下
也
。
上
ト
下
ノ
勢
不
同
也
。
理
ハ
受
レテ

直　
ヲ

怠
ル
ト
、
盗
者
ト
ニ
同

キ
也
。（﹃
東
北
本
﹄）

・
以
ヲ
モ
ン
ミ
ル
ニ
テ

二

今
︱　
セ
ル
ヲ

一
レ
︱　
ニ

、
今
マ
ノ
天
下
ニ
吏
官
ニ
ナ
ル
ホ
ド
ノ
者
ハ
、
民
ノ
十
分
一
ヲ
チ
ト

リ
ナ
ガ
ラ
、
用
ニ
タ
タ
ヌ
ハ
、
一
夫
ヲ
ヤ
ト
ウ
テ
、
賃
ノ
直
ア
タ
イ
ヲ
チ
ト
リ
ナ
ガ
ラ
、
シ

ゴ
ト
ハ
セ
イ
デ
、
ア
ゲ
ク
ニ
ヌ
ス
ミ
ス
ル
ツ
レ
ニ
、
今
ノ
天
下
ノ
吏
官
タ
ル
者
ハ
多

ク
類同
類
之
義
也

ア
ル
也
。
類
レス

此　
ニ

之
此
ハ
上
ノ
向
サ
キ
ニ
シ
メ
ン
ニ

使
レ

傭
二セ

一
夫　
ヲ

︱
一ニ

ト
云
ヨ
リ
盗
若
貨
器
ト
云

十
八
字
ヲ
サ
イ
テ
云
也
。
而
民
︱
、
吏
ガ
ワ
ル
ク
ハ
民
ガ
怒
イ
カ
ツ
テ

黜
罸
シ
サ
ウ
ナ
コ
ト
ヂ

ヤ
ニ
、
民
ガ
怒
リ
モ
セ
ス
、
黜
シ
リ
ゾ
ケ

罸
ス
ル
コ
ト
モ
ホ
シ
イ
マ
マ
ニ
エ
セ
ヌ
コ
ト
ハ
、
何
ナ
ン
ト

シ
タ
コ
ト
ゾ
ヤ
。
ゲ
ニ
モ
道
理
カ
ナ
。
人
ノ
主
人
ト
民
ト
勢
不
レ

同
也
。
民
ハ
威
勢
之

勢
イ
キ
ヲ
イヒ

キ
シ
。
サ
ル
ホ
ド
ニ
吏
ガ
ワ
ル
ケ
レ
ド
モ
、
民
ガ
怒
ル
コ
ト
モ
ナ
ラ
ズ
。
況
ヤ
黜

罸
ス
ル
コ
ト
モ
猶
ヲ
ナ
ラ
ヌ
ゾ
。
ナ
ゼ
ニ
カ
ウ
ア
ル
ゾ
ナ
レ
バ
、
吏
ト
民
ト
貴

タ
ツ
ト
キ

ト
賎

イ
ヤ
シ
イ

ト
ノ
勢
ガ
不ザ

ル
二
相
同シ
カ
ラ一

ホ
ド
ニ
也
。
勢
不
︱
、
勢
ハ
不
レ
同
ト
云
ヘ
ド
モ
、
吏
ガ
民
ノ
物

ヲ
ト
リ
ナ
ガ
ラ
、
用
ニ
タ
タ
ヌ
ト
、
ヤ
ト
イ
ド
ノ
賃
ヲ
チ
ト
リ
ナ
ガ
ラ
、
シ
ゴ
ト
モ
セ

イ
デ
、
用
ニ
タ
タ
ヌ
ト
其
ノ
ヌ
ス
人
ノ
義
ガ
同
者
ナ
レ
バ
、
罰
ス
ベ
キ
理
モ
同
シ
者
也
。

如
吾
︱
、
吾
カ
民
ハ
勢
ノ
チ
ガ
イ
ニ
依
テ
如
レシ

此　
ノ

。
如イ

カ
ン何

ト
ハ
嘆
息
シ
テ
云
タ
ゾ
。
吾

民
ハ
メ
イ
ワ
ク
、
是
ハ
イ
カ
ン
ト
ア
ラ
ウ
ズ
ル
ゾ
也
。
注
、
一
篇
︱
、
此
ノ
段
此
ノ
一

篇
ノ
中
ヘ
骨
力
ヲ
入
タ
様
ナ
ト
也
。
此
ノ
段
デ
文
ニ
力
ガ
デ
キ
タ
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄・

傍
線
部
﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄）

・
一
抄
云
、
今
天
下
皆
此
ノ
如
ク
、
民
ハ
ナ
ゼ
ニ
怒
ラ
ヌ
ゾ
。
勢
︱
、
勢
ト
云
物
ノ
是
ヂ

ヤ
ゾ
。
今
ハ
吏
ノ
上
ソ
。
民
ハ
吏
ノ
下
ヂ
ヤ
ホ
ド
ニ
、
勢
不
同
︱
ゾ
。
理
ハ
マ
ツ
同
モ

ノ
ヂ
ヤ
ゾ
。（﹃
一
元
抄
﹄﹃
笑
雲
抄
﹄・
傍
線
部
﹃
仁
月
抄
﹄）

・
湖
云
、
以
今
天
下
︱
、
今
天
下
ニ
ハ
、
奴
僕
ノ
奉
公
ハ
怠
ツ
テ
、
却
ツ
テ
盗
ヲ
ス
ル
ニ

似
タ
事
ガ
多
イ
ゾ
。
何
事
ゾ
ト
云
ヘ
バ
、
民
ノ
前
ヨ
リ
年
貢
ヲ
所
ノ
守
護
ガ
取
ツ
テ
、

結
句
民
ヲ
安
ク
ハ
置
カ
ズ
シ
テ
、
過
料
ヲ
カ
ケ
ツ
ナ
ン
ド
ス
ル
ゾ
。
サ
ウ
ア
ラ
バ
、
民

ガ
大
ニ
怒
ツ
テ
守
護
ヲ
モ
用
ヒ
マ
イ
ト
云
フ
ベ
シ
。
イ
カ
サ
モ
無
イ
ハ
何
ト
シ
タ
事
ゾ

ト
云
フ
ハ
、
人
ノ
主
人
ト
民
ト
ハ
、
勢
ガ
同
ジ
カ
ラ
ヌ
故
ゾ
。
勢
ハ
同
ジ
カ
ラ
ネ
ド
モ
、

ソ
ノ
理
ハ
同
ジ
ゾ
。
コ
レ
等
ヲ
黜
罸
シ
怒
ル
ベ
キ
理
ハ
古
今
同
ジ
物
ソ
。
如
吾
民
︱
、
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嘆
息
ノ
詞
ソ
。（﹃
笑
雲
抄
﹄・
傍
線
部
﹃
仁
月
抄
﹄）

・
勢
不
同
︱
、
言
ハ
一
僕
ガ
主
人
ニ
奉
公
ヲ
ハ
怠
テ
、
却
盗ム
ニ二
主
人
財
一ヲ

似
タ
ル
コ
ト
ア
リ
。

當
世
ノ
守
護
ヲ
持
ツ
人
カ
十
分
一
ノ
年
貢
ヲ
チ
取
テ
、
民
ヲ
安
平
ニ
不シ
テレ

置
、
其
上
ニ

種
種
ノ
過
料
ド
モ
ヲ
カ
ケ
テ
、
民
ヲ
悩
ス
ル
ゾ
。
如
此
ア
ル
ニ
、
民
ガ
怒
テ
守
護
ヲ
黜

罸
セ
ン
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
エ
セ
ヌ
ハ
、
守
ト
民
ト
勢
不
レ

同
也
。
勢
不　
レ
ド
モレ

同
、
道
理
ハ

同
コ
ト
也
。
其
ノ
理
ガ
同
事
ナ
ラ
バ
、
吾
カ
民
ハ
カ
ワ
イ
コ
ト
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
澄
云
、
吾
ノ
字
ハ
、
柳
子
厚
ガ
吾
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
文
章
ノ
ア
ヤ
ニ
吾
民
ト
云
ゾ
。
天
下

ノ
民
ヲ
指
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
黜
ハ
シ
リ
ソ
ク
ル
也
。
罸
ハ
罪
ニ
ヲ
コ
ナ
ウ
ソ
。
勢
不
同
ト
ハ
、
ヤ
ト
イ
ヤ
ウ
ガ
チ
ガ

ウ
タ
ソ
。
主
ノ
下
人
ヲ
ヤ
ト
フ
ハ
、
主
ニ
勢
ア
ツ
テ
下
人
ニ
勢
ナ
シ
。
故
ニ
シ
リ
ソ
ケ

エ
ス
。
サ
テ
ヤ
ト
フ
処
ノ
理
ハ
ヲ
ナ
ジ
ク
、
シ
リ
ゾ
ケ
エ
ヌ
ソ
。
サ
テ
民
ハ
カ
ハ
イ
コ

ト
ソ
。
民
ノ
ツ
カ
ル
ル
道
理
ソ
。
何
ト
カ
ス
ヘ
キ
也
。
此
一
句
カ
カ
ン
タ
メ
也
。
コ
レ

ハ
柳
カ
俄
ニ
書
タ
ニ
ア
ラ
シ
。
此
落
索
ヲ
ハ
カ
子
テ
、
心
ニ
ウ
カ
ビ
ア
ル
ヘ
シ
。
ヨ
キ

ツ
イ
テ
ヲ
得
テ
、
此
文
ニ
ト
リ
出
テ
書
タ
モ
ノ
ソ
。（﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄）

・
以
今
︱
、
今
ノ
天
下
ノ
吏
、
マ
ツ
此
様
ナ
民
ノ
成
敗
ナ
ン
ト
ハ
セ
イ
テ
、
大
酒
計
テ
結

句
民
ニ
云
ハ
レ
ヌ
コ
ト
ヲ
云
テ
、
物
ヲ
ト
ル
。
真
似
二

此
倩
人
一
。
然
ハ
此
吏
ヲ
ハ
切

テ
モ
棄
ン
ズ
ガ
、
エ
セ
ヌ
ハ
何
ソ
。
其
勢
カ
不
同
レ
ハ
ナ
リ
。
ヨ
シ
エ
セ
ス
ト
モ
理
ハ

同
ヨ
。（﹃
彦
龍
抄
﹄）

﹃
柳
文
抄
﹄
で
は
、
仮
名
抄
に
お
い
て
、
吏
が
上
、
民
が
下
で
あ
り
、
権
勢
は
違
え
ど
も

道
理
は
同
じ
だ
と
し
、
講
者
は
﹁
吾
が
民
を
如
何
せ
ん
﹂
を
面
白
が
っ
た
と
す
る
。
漢
文
抄

に
お
い
て
、
民
よ
り
賃
金
を
も
ら
い
な
が
ら
、
仕
事
を
せ
ず
、
民
に
罰
せ
ら
れ
な
い
の
は
、

身
分
の
上
下
に
よ
る
勢
い
の
違
い
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
道
理
か
ら
言
え
ば
、
す
べ
て

同
じ
で
あ
る
と
す
る
。

﹃
仁
月
抄
﹄
の
某
抄
で
は
、
今
の
天
下
に
役
人
が
十
分
の
一
の
年
貢
を
取
り
な
が
ら
役
に

立
っ
て
い
な
い
の
は
、
一
人
の
奴
僕
が
賃
金
を
も
ら
い
な
が
ら
仕
事
を
し
な
い
の
と
同
様
で

あ
る
。
皆
此
の
類
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
﹁
向
使
傭
﹂
か
ら
﹁
若
貨
器
﹂
の
十
八
字
を
指
し

て
い
る
と
す
る
。
役
人
が
悪
い
の
な
ら
ば
民
が
怒
っ
て
退
け
罰
し
そ
う
な
の
に
、
民
が
怒
り

も
せ
ず
に
退
け
罰
す
る
こ
と
も
ほ
し
い
ま
ま
に
し
な
い
の
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。
な
る
ほ
ど

道
理
で
、
人
の
主
人
と
民
と
は
勢
い
が
同
じ
で
は
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
民
は
威
勢
が
な

い
た
め
、
役
人
が
悪
く
て
も
そ
れ
に
対
し
て
怒
る
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
し
て
や
退
け
罰
す
る

こ
と
は
な
お
さ
ら
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
原
因
は
、役
人
の
身
分
が
高
く
、

民
の
身
分
が
低
い
と
い
う
勢
い
の
違
い
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
身
分
の
違
い
に
よ
る
勢
い
の

違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
役
人
が
物
を
取
り
な
が
ら
役
に
立
た
な
い
の
と
、
雇
わ
れ
た
人
が

賃
金
を
取
り
な
が
ら
仕
事
も
し
な
い
で
役
に
立
た
な
い
の
は
、
い
ず
れ
も
盗
人
で
あ
り
同
じ

で
あ
る
。
罰
す
る
べ
き
道
理
も
同
様
で
あ
る
と
す
る
。
吾
が
民
は
身
分
に
よ
る
勢
い
の
違
い

で
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
嘆
い
て
い
る
。
民
が
被
る
迷

惑
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
解
し
て
い
る
。

一
元
抄
で
は
、
民
が
怒
ら
な
い
の
は
、
役
人
の
身
分
が
上
で
民
の
身
分
が
下
で
あ
る
と
い

う
勢
い
の
違
い
に
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

湖
月
信
鏡
は
、
ま
ず
今
天
下
に
は
、
一
人
の
奴
僕
が
主
人
に
奉
公
せ
ず
、
主
人
の
財
産
を

盗
む
こ
と
と
似
た
こ
と
が
多
い
と
言
う
。
そ
れ
は
、
守
護
が
十
分
の
一
の
年
貢
以
上
に
過
度

の
税
を
む
さ
ぼ
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
民
に
善
政
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
当
て
は
ま

る
。
そ
う
で
あ
る
の
に
、
民
が
守
護
を
怒
っ
て
退
け
罰
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
は
、
身
分

が
異
な
り
勢
い
が
違
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
勢
い
の
違
い
は
あ
る
が
、
そ
の
道
理
は

同
じ
な
の
で
あ
る
と
す
る
。

﹃
仁
月
抄
﹄
に
は
他
に
も
抄
が
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
内
容
に
差
異
は
見
ら
れ
な
い
。
月
渓

聖
澄
は
、﹁
吾
﹂
が
柳
宗
元
で
は
な
く
、﹁
吾
民
﹂
と
は
天
下
の
民
を
指
す
と
解
し
て
い
る
。﹃
活

字
抄
Ⅰ
﹄
で
は
、
こ
の
勢
い
の
違
い
を
柳
宗
元
が
言
い
た
か
っ
た
と
解
し
て
い
る
。

こ
の
箇
所
の
﹃
古
文
真
宝
﹄
注
に
、﹁
一
篇
骨
力
。﹂
と
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
﹃
仁
月
抄
﹄

で
は
、
こ
の
段
、
そ
し
て
こ
の
一
篇
の
中
へ
骨
力
を
入
れ
た
と
し
、
こ
の
段
で
文
章
に
力
が
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出
来
た
と
注
を
解
し
て
い
る
。
柳
宗
元
は
こ
の
句
を
最
も
強
調
し
た
か
っ
た
と
言
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

「
理
に
達
す
る
こ
と
有
る
者
は
、
恐
れ
て
畏
れ
ざ
る
を
得
ん
や
。」

・
故
達
理
者
、
細
推
此
理
、
可
以
恐
畏
也
。（﹃
柳
文
抄
﹄）

・
有
達
︱
、
吏
ト
民
ト
ソ
ノ
勢
ヲ
ハ
不シ

テレ

論
、
理
ヲ
ヨ
ク
心
得
テ
物
ノ

ト
ヲ
ル
達シ

タレ

理　
ニ

者
ガ
ア
ラ

バ
、
民
ノ
物
ヲ
ト
リ
ナ
ガ
ラ
、
民
ヲ
ワ
ル
ウ
シ
テ
ハ
大
事
ト
恐

ヲ
ソ
レ
ヲ
ソ
レ

畏
ヌ
者
ハ
ア
ル
マ
イ
也
。

吏
ハ
民
ノ
物
ヲ
ト
ル
ホ
ド
ニ
、
民
之
役
ヂ
ヤ
ト
云
理
ヲ
心
得へ

タ
者
ハ
、
ワ
ル
イ
巧
ヲ
ヲ

ソ
レ
ヌ
者
ハ
ア
ル
マ
イ
也
。（﹃
仁
月
抄
﹄・
傍
線
部
﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄）

・
有
達
于
理
︱
、
若
此
ノ
理
ヲ
ヨ
ク
心
得
タ
者
ア
ラ
バ
、
コ
コ
ニ
ヨ
ク
恐
レ
ン
処
ゾ
。
守

ヘ
カ
ケ
テ
見
ヨ
。（﹃
仁
月
抄
﹄﹃
一
元
抄
﹄﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
湖
云
、
物
ノ
理
ニ
達
シ
タ
ラ
ン
者
ハ
、
此
理
ヲ
畏
レ
恐
レ
ヌ
者
ハ
有
ル
マ
イ
ゾ
ト
云
フ

心
ゾ
。（﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
有
達
︱
、
天
ト
云
コ
ト
ア
ル
理
ヲ
人
カ
知
ラ
ハ
、
ヲ
ヂ
ウ
ス
ヨ
。（﹃
彦
龍
抄
﹄）

﹃
柳
文
抄
﹄
の
漢
文
抄
で
は
、
道
理
に
達
し
て
い
る
者
は
、
役
人
と
民
の
関
係
の
理
を
細

か
に
見
る
と
、
恐
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
す
る
。

﹃
仁
月
抄
﹄
の
某
抄
で
は
、
役
人
と
民
の
勢
い
に
つ
い
て
論
じ
る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
理

を
わ
き
ま
え
、
そ
れ
に
通
じ
て
い
る
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
民
の
物
を
取
り
な
が
ら
民
を
悪
く

し
て
は
大
変
だ
と
自
分
の
行
為
を
恐
れ
な
い
者
は
い
な
い
。
役
人
は
民
の
物
を
取
り
、
民
に

使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
理
を
心
得
て
い
る
者
は
、
ず
る
賢
い
こ
と
を
恐
れ
な
い
者
は
い
な
い

と
解
し
て
い
る
。

そ
の
他
の
諸
僧
も
同
様
の
解
釈
を
し
て
い
る
。

③
第
三
段
落

「
存
義
仮
に
零
陵
に
令
た
る
こ
と
二
年
な
り
。」

・
存
義
︱
、
第或

三
段四

截
也
。
コ
コ
デ
存
義
ヲ
呼
ヒ
出
テ
、
是
ヨ
リ
以
前
ニ
存
義
ド
ノ
ハ

零レ
ン
リ
ョ
ウ

陵
ノ
郡
守
ト
ナ
ル
コ
ト
仮

カ
リ
ソ
メナ

ガ
ラ
二ジ

年
也
。
韓
曰
、
零
陵
ハ
永
州
ノ
県
也
。（﹃
仁

月
抄
﹄・
傍
線
部
﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄）

・
梅
云
、
柳
文
注
云
、
零
陵
永
州
県
名
。
送
今
之
行
、
以
引
零
陵
之
事
、
為
其
類
也
。（﹃
笑

雲
抄
﹄・
傍
線
﹃
仁
月
抄
﹄）

・
一
抄
云
、
存
義
︱
、
ド
コ
ヘ
行
ク
ト
ハ
知
ラ
ヌ
ゾ
。
今
先
ヅ
零
陵
ヲ
退
シ
テ
行
ク
ゾ
。

次
ノ
下
ハ
零
陵
ニ
居
タ
間
ノ
事
ヲ
云
フ
ゾ
。（﹃
一
元
抄
﹄﹃
笑
雲
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄）

・
澄
云
、
令
　
タ
ル
コ
ト二 

零レ
ン

陵
一ニ

二
年
︱
、
令レ
イ

ハ
官
也
。
守
護
ヨ
リ
モ
下
官
也
。
サ
レ
ド
モ
コ
コ
ハ

零
陵
ノ
守
護
ニ
ナ
ツ
タ
コ
ト
ヲ
云
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
湖
云
、
存
義
以
前
零
陵
ノ
令
ニ
成
ツ
テ
二
年
居
タ
ゾ
。（﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
仮
令
ト
ハ
、
本
意
ニ
ア
ラ
ス
。
大
国
ノ
守
ト
ナ
ル
ヘ
キ
カ
、
零
陵
ノ
令
ト
ナ
ツ
タ
ハ
カ

リ
ニ
ナ
ツ
タ
ナ
リ
。
二
年
ト
ア
ル
ナ
レ
ハ
、
マ
ダ
零
陵
ニ
ア
ル
内
来
テ
、
帰
ヲ
送
ル
カ
。

任
ニ
ハ
三
年
居
ル
モ
ノ
也
。（﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄）

・
存
義
︱
、
零
陵
ニ
二
年
代
官
シ
テ
居
タ
ト
キ
ク
。
能
治
ト
也
。（﹃
彦
龍
抄
﹄）

﹃
仁
月
抄
﹄
の
某
僧
の
抄
で
は
、
こ
こ
か
ら
第
四
段
と
し
て
い
る
が
、
第
三
段
と
す
る
説

も
あ
る
こ
と
を
言
う
。
こ
こ
で
存
義
の
名
を
出
し
て
、
存
義
が
以
前
に
二
年
間
ほ
ど
零
陵
に

お
い
て
仮
の
郡
守
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
言
う
。﹃
五
百
家
本
﹄
の
韓
注
に
零
陵
が
永
州
の

県
に
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

万
里
集
九
は
、
今
か
ら
存
義
が
行
く
の
を
送
る
に
際
し
、
零
陵
も
同
類
の
任
務
で
あ
っ
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。

一
元
の
解
釈
で
は
、
今
零
陵
の
任
を
退
い
て
こ
れ
か
ら
ど
こ
か
へ
行
く
と
し
、
こ
の
下
に

零
陵
に
居
た
時
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
す
る
。
月
渓
は
﹁
令
﹂
に
つ
い
て
言
及
し
、
湖
月

は
一
元
と
同
内
容
の
解
釈
を
し
て
い
る
。

﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄
で
は
、本
意
で
は
な
く
零
陵
の
令
と
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、今
二
年
た
ち
、

ま
だ
任
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
戻
っ
て
き
て
ま
た
す
ぐ
零
陵
に
帰
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
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「
蚤
に
作
き
て
夜
に
思
ひ
、
力
を
勤
め
て 

心
を
労
す
。」

・
蚤
ハ
早
朝
ノ
コ
ト
也
。
蚤
作
︱
、
二
年
ノ
間
タ
、
政
事
ニ
勤
労
ス
ル
躰
ハ
、
イ
カ
ニ
モ

早
天
ニ
ヲ
キ
テ
ヨ
リ
夜
ハ
ヌ
ル
マ
デ
民
ヲ
治
メ
養
ン
コ
ト
ヲ
思
案
シ
テ
、
政
ニ
性
力
ヲ

ダ
イ
テ
、
心
ニ
辛
労
セ
ラ
レ
テ
ア
ル
也
。
力
ヲ
ツ
ク
イ
テ
心
ニ
辛
労
セ
ラ
レ
タ
人
也
。

是
ヲ
以
テ
見
レ
ハ
、
今
マ
零
陵
ニ
行
ヲ
送
ル
ノ
序
デ
ハ
ナ
イ
ゾ
ト
云
々
。
勤
力
︱
、
此

人
コ
ソ
其
ノ
理
ヲ
知
タ
人
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄・
傍
線
部
﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄）

・
湖
云
、
コ
レ
ヨ
リ
先
、
零
陵
ノ
令
ニ
成
ツ
テ
、
存
義
ハ
二
年
居
タ
ガ
、
早
旦
ヨ
リ
夜
マ

デ
、
民
ヲ
治
シ
テ
養
ハ
ン
コ
ト
ヲ
思
ウ
テ
、
心
ヲ
労
シ
テ
有
リ
シ
ゾ
。
コ
レ
ヲ
以
テ
見

ル
時
ハ
、
今
零
陵
ニ
行
ク
ヲ
送
ル
ノ
序
デ
ハ
無
イ
ゾ
。（﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
蚤
ツ
ト
ニ
ト
ヨ
ム、
ハ
ヤ
シ
ト
モ
ヨ
ム
。
ノ
ミ
ト
云
字
。
勤
︱
、
蚤
作
ヨ
。
労
心
︱
、
夜
思
ヨ
。

（
﹃
彦
龍
抄
﹄
）

﹃
仁
月
抄
﹄
の
某
抄
で
は
、
薛
存
義
は
二
年
の
間
、
政
治
に
勤
め
励
み
、
朝
早
く
起
き
て

か
ら
夜
遅
く
ま
で
民
を
治
め
養
う
こ
と
を
考
え
て
、
政
治
に
精
力
を
使
い
果
た
し
辛
労
し
た

と
す
る
。
存
義
は
こ
の
よ
う
に
力
を
尽
く
し
て
辛
労
し
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
を
見
れ

ば
、
今
か
ら
零
陵
に
行
く
の
を
送
る
序
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
と
す
る
。

﹃
仁
月
抄
﹄
の
某
抄
は
、
湖
月
の
解
釈
を
参
照
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
湖
月
も
同
様
の
解

釈
で
あ
り
、
最
後
の
文
章
は
ほ
ぼ
一
緒
で
あ
る
。

「
訟
は
平
ら
か
に
し
て
、賦
は
均
し
う
す
。
老
弱
に
も
詐
り
を
懐
き
て
暴
憎
す
る
も
の
無
し
。」

・
暴
ア
ラ
ハ
ス
コ
ト

レ  

憎ヲ

。（﹃
柳
文
抄
﹄）

・
訟
者

︱
タ
イ
ラ
カ
ニ
シ、 

訴
訟
ス
ル
者
ノ
ア
レ
バ
、
カ
タ
デ
ウ
チ
ニ
ナ
ウ
理
非
ヲ
キ
ツ
カ
ト
ス
マ

ス
ベ
キ
事
ヲ
バ
、
平
等
ニ
ド
チ
モ
ヨ
イ
様
ニ
セ
ラ
レ
タ
也
。
賦
税
ト
云
テ
、
民
ノ
ヲ
サ

メ
物
ノ
総
名
也
。
井
田
ノ
法
デ
八
分
私
ニ
ス
ル
ゾ
。
二
分
上
ヘ
ア
グ
ル
也
。
ソ
ノ
賦
税

ヲ
ヲ
サ
ム
ル
者
ア
レ
バ
、
平
均
ニ
ト
ツ
テ
一
点
モ
私
ナ
キ
也
。
イ
ツ
レ
モ
政
ノ
善ヨ

イ

コ
ト

ヲ
論
ス
ル
也
。
老
弱
︱
、
老
成

イ
ヤ
シ
ク

ト
ヒ
キ卑ヒ

弱
ジ
ャ
ク

ト

ヨ
ワ
シ

ノ
人
也
。
老
ヲ
イ
タ
モワ
カ
イ
モ
ノ
心
也
。
存
義

ド
ノ
ノ
正
直
正
論
ニ
云
イ
ツ
ケ
ラ
ル
ル
ニ
依
テ
、
地
下
里
ノ
人
民
ノ
老
若
ト
モ
ニ
ソ
ツ

ト
モ
、

詐

イ
ツ
ハ
リ
ヲ
詐
ヲ
胸
中
ニ
モ
ツ
心
也

懐

テ
暴
虐
ニ
憎

ニ
ク
ム

様
ナ
コ
ト
モ
ナ
イ
也
。
暴
ハ
ワ
ル
イ
方
也
。
暴
憎

ハ
暴ボ
ウ

虐
ギ
ャ
ク

憎
怒
、
ミ
ナ
無
レ
之
也
。
又
ハ
暴
ボ
ウ
ニ
ス
ル
コ
トレ

憎　
ヲ

ト
云
点
ア
リ
。
ソ
ノ
時
ハ
憎
ニ
ク
ミ

ヲ
暴
虐
ニ

ス
ル
心
也
。
前
ノ
点
ガ
ヨ
イ
ゾ
。
後
ノ
点
ノ
時
ハ
一
段
ト
ニ
ク
ミ
ヲ
フ
カ
ウ
シ
タ
方
也
。

（﹃
仁
月
抄
﹄・
点
線
部
﹃
笑
雲
抄
﹄﹃
一
元
抄
﹄・
傍
線
部
﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄）

・
老
弱
︱
、
昔
シ
孟
子
カ
豚
ヲ
殺
ヲ
聞
テ
、
母
ニ
問
タ
レ
ハ
、
母
カ
ジ
ヤ
レ
テ
、
ソ
チ
ニ

ク
ワ
セ
ン
タ
メ
ニ
殺
ヨ
ト
云
タ
カ
、
母
ノ
心
ニ
思
ハ
、
ヲ
サ
ナ
イ
者
ニ
イ
ツ
ワ
リ
ヲ
云

イ
コ
ト
ハ
ワ
ル
シ
。
然
ラ
ハ
孟
モ
イ
ツ
ハ
ル
ベ
シ
ト
云
テ
、
云
イ
ナ
ヲ
イ
タ
ソ
。
孟
子

ト
モ
曽
参
ト
モ
ド
チ
ヘ
モ
有
ソ
。（﹃
一
元
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄）

・
松
云
、
訟
者
平
、
漢
史
張
釈
之
伝
、
廷
尉　
ハ

天
下　
ノ

平
云
々
。
言
ハ
平
二

其　
ノ

不
平
一

曰
レ

平
。

平
音　
ハ

皮
命　
ノ

切
。（﹃
笑
雲
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄）

・
松
云
、暴
薄
報
切
。
猛
也
。
横
也
。
又
害
也
云
々
。
此
注
韻
会
ニ
ハ
ナ
シ
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
湖
云
、
民
ノ
訟
フ
ル
者
ヲ
バ
平
カ
ニ
シ
、
賦
者
ト
ハ
年
貢
ヤ
ナ
ン
ド
ヲ
取
リ
納
ム
ル
事

ヲ
バ
均
シ
ク
シ
テ
正
直
ニ
シ
タ
ゾ
。
能
ク
廉
直
ニ
守
護
ヲ
モ
ツ
テ
有
ツ
タ
ゾ
。
者
ト
ハ

事
ノ
義
ゾ
。
存
義
ヲ
暴
憎
ス
ル
者
ハ
ナ
カ
ツ
タ
ゾ
。（﹃
笑
雲
抄
﹄・
傍
線
部
﹃
仁
月
抄
﹄）

・
老
弱
無
懐
︱
、
訟
ヲ
平
シ
、
賦
ヲ
均
ク
ス
ル
ホ
ド
ニ
、
老
モ
弱
モ
詐イ

リ
欺
イ
ツ
、
暴
虐

ニ
憎
ム
コ
ト
ガ
無
キ
ゾ
。
人
ノ
憎
ヲ
受
ケ
タ
ソ
。
民
間
ノ
憎
ヲ
受
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
不
虚
取
直
ト
ハ
、
ヨ
ク
右
ニ
申
コ
ト
ヲ
知
タ
人
ナ
レ
ハ
、
民
ニ
ツ
カ
ハ
レ
、
給
ヲ
ム
ナ

シ
ク
ト
ラ
ヌ
ソ
。
コ
レ
前
ノ
受
若
直
怠
若
事
ト
云
句
ニ
応
ル
ソ
。
賦
者
ト
ハ
、
年
貢
ノ

コ
ト
ソ
。（﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄）

・
訟
︱
、
賦
者
ハ
定
タ
年
貢
ヲ
云
。
今
年
ハ
多
ク
セ
ナ
ン
タ
ト
云
ハ
ヌ
。
老
︱
、
去
程
ニ

暴ワ
ル
ウ

憎　
ム

ス
ル
者
ナ
シ
。
此
代
官
カ
死
子
カ
シ
ナ
ン
ト
ト
思
ハ
ヌ
。（﹃
彦
龍
抄
﹄）

﹃
柳
文
抄
﹄
で
は
﹁
暴
﹂
を
﹁
あ
ら
わ
す
﹂
の
意
で
解
し
、存
義
の
行
為
と
し
て
解
し
て
い
る
。

﹃
仁
月
抄
﹄
の
某
抄
で
は
、
訴
訟
す
る
者
に
対
し
て
、
平
等
に
扱
い
、
是
非
の
判
断
基
準
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を
明
確
に
示
し
、
賦
税
に
つ
い
て
は
八
分
を
自
分
の
物
に
し
て
二
分
を
納
め
る
よ
う
に
し
、

そ
の
賦
税
は
誰
か
ら
も
平
均
に
と
っ
て
私
的
な
こ
と
に
用
い
な
い
と
す
る
。
こ
こ
で
は
存
義

の
善
政
を
述
べ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。﹁
老
弱
﹂
以
下
で
は
、
零
陵
の
地
に
お
い
て
、
老

い
た
者
も
若
い
者
も
み
な
存
義
の
正
直
正
論
に
対
し
て
偽
り
を
胸
中
に
抱
く
こ
と
も
な
く
、

ま
し
て
や
暴
虐
を
起
こ
し
た
り
憎
ん
だ
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ
の
解

釈
は
、﹃
笑
雲
抄
﹄
や
﹃
一
元
抄
﹄、﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄
に
同
様
の
文
章
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

某
僧
は
諸
僧
の
解
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

﹃
一
元
抄
﹄
と
﹃
仁
月
抄
﹄
に
は
、
孟
子
が
母
の
豚
を
殺
し
た
の
を
聞
い
て
、
そ
の
理
由

を
問
う
た
と
こ
ろ
、
母
は
戯
れ
て
﹁
あ
な
た
に
食
べ
さ
せ
る
た
め
だ
﹂
と
言
う
が
、
自
分
が

偽
り
の
心
を
持
て
ば
、
孟
子
も
偽
り
の
心
を
も
つ
と
思
っ
て
言
い
直
し
た
故
事
を
引
用
し
て

い
る
。
存
義
の
正
直
が
民
に
も
感
化
し
た
こ
と
を
示
す
故
事
と
し
て
挙
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。

湖
月
の
解
釈
は
一
元
の
も
の
と
同
様
で
あ
る
が
、﹁
者
﹂
は
﹁
こ
と
﹂
の
意
味
で
解
す
る

の
が
よ
い
と
し
て
い
る
。﹃
仁
月
抄
﹄
の
某
抄
や
﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄
や
﹃
彦
龍
抄
﹄
の
諸
解
も
、

解
釈
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。

「
其
の
虚
し
く
直
を
取
ら
ず
と
為
す
や
的
ら
か
な
り 

。
其
の
恐
れ
て
畏
る
る
こ
と
を
知
る
や

審
ら
か
な
り
。」

・
存
義
︱
的
マ
サ
シ

︱
、
賃
ハ
カ
リ
ト
ツ
テ
ツ
カ
ハ
レ
イ
テ
イ
ル
テ
ハ
ナ
イ
。（﹃
柳
文
抄
﹄）

・
其
為
︱
イ
タ
ヅ
ラ
ニ、

存
義
ガ
虚
空
ニ
ユ
ヘ
モ
ナ
ク
空
ク
民
ノ
カ
タ
カ
ラ
直
ア
タ
イ

ヲ
ト
ラ
ザ
ル
コ
ト
決

セ
リ
。
的
　
マ
サ
シ

矣
ハ
的
當
也
。マ
ト
ヲ
イ
ア
ツ
ル
如
ク
ア
タ
ツ
タ
也
。ハ
ヅ
レ
ヌ
也
。其
知
︱
、

上
ノ
有
下

達
二

于
理
一ニ

者
上

不
二

恐
而
畏
一

乎
ト
云
ヲ
ヒ
キ
合
テ
ヨ
ム
ベ
キ
也
。
存
義
ハ
達

二

于
理
一ニ

人
ナ
レ
バ
、
ヨ
ク
民
ノ
ア
ツ
カ
イ
ヲ
心
得
タ
ホ
ド
ニ
、
吏
ノ
職
ヲ
ワ
ル
ウ
シ

テ
ハ
大
事
ト
ツ
ツ
シ
ン
デ
恐
レ
ラ
ル
ル
コ
ト
明
歴
歴
也
。
キ
ラ
リ
ト
ミ
ヘ
タ
也
。
ナ
ゼ

ニ
ナ
レ
バ
不
二ル

虚　
ク

取
一
レ

直
ア
タ
イ
ヲホ

ド
ニ
也
。
以
上
ハ
存
義
ガ
ヨ
ク
虚

ム
ナ
シ
ク

民
ノ
直

ア
タ
イ

ヲ
ウ
ケ
ズ
シ

テ
畏

ヲ
ソ
ル
ル

心
ア
ル
コ
ト
ヲ
論
ズ
ル
也
。（﹃
仁
月
抄
﹄・
傍
線
部
﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄）

・
一
抄
云
、
存
義
ガ
先
ヅ
此
ノ
如
キ
者
ヂ
ヤ
ゾ
。
民
ノ
モ
ノ
ヲ
ト
ツ
テ
民
ノ
事
ヲ
怠
ラ
ヌ

ガ
好
イ
ゾ
。
カ
マ
イ
デ
此
間
ノ
如
ク
セ
ヨ
ゾ
。（﹃
一
元
抄
﹄﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
湖
云
、
虚
シ
ク
公
方
年
貢
ヲ
モ
ト
ラ
ナ
ン
ダ
ゾ
。
的
マ
サ
シ
ウシ
タ
ゾ
。
民
ヲ
ヨ
ク
治
メ
ウ
ス
ル

理
ヲ
知
ツ
テ
恐
ル
ル
コ
ト
審
ア
キ
ラ
カニ

有
ツ
タ
ゾ
。（﹃
笑
雲
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄）

・
其
為
不
虚
︱
、
民
ノ
十
分
一
ヲ
賃
ニ
取
テ
モ
、
訟
賦
ヲ
平
均
ニ
シ
テ
、
セ
イ
バ
イ
ヲ

不レ
バレ

怠
、
虚
ク
功
モ
無
ク
テ
、
分
一
ヲ
取
タ
テ
ハ
無
キ
ソ
。
取
ベ
キ
的
當
ノ
マ
サ
シ
イ

理
ノ
上
テ
取
タ
道
理
ゾ
。
其
知
恐
而
︱
、
前
ニ
云
タ
得
不
恐
而
畏
乎
ト
云
タ
道
理
ヲ
恐

テ
、
可
レキ

畏
コ
ト
ヲ
知
タ
コ
ト
ハ
、
審
ア
キ
　

ニ
明
察
ナ
ソ
ト
云
心
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
不
虚
取
直
ト
ハ
、
ヨ
ク
右
ニ
申
コ
ト
ヲ
知
タ
人
ナ
レ
ハ
、
民
ニ
ツ
カ
ハ
レ
給
ヲ
ム
ナ
シ

ク
ト
ラ
ヌ
ソ
。
コ
レ
前
ノ
受
若
直
怠
若
事
ト
云
句
ニ
応
ル
ソ
。

・
其
為
︱
、
前
ニ
云
吏
ノ
イ
タ
ツ
ラ
ニ
直
ヲ
ト
ラ
ヌ
也
。（﹃
彦
龍
抄
﹄）

・
注
、
応シ
テレ

前　
ニ

︱
︱
ナ
リ
、
コ
レ
ハ
様
モ
ナ
イ
也
。
前
ト
ハ
有
ア
ラ
バ下

達ス
ル二

于
理
一ニ

者
上ノ

得
レン

不
　
ル
コ
ト
ヲ

二

恐　
テ

︱
、
ト
云
語
ニ
応
シ
テ
、
此
ノ
段
ハ
関
鎖
シ
タ
也
。
関
鎖
ト
ハ
前
ヲ
コ
コ
デ
ク
ビ
リ

合
テ
、
門
ノ
関
ヌ
キ
ヲ
ヲ
ロ
シ
、
鎖
子
ヲ
ヲ
ロ
ス
如
ク
ニ
、
前
ニ
云
タ
コ
ト
ヲ
コ
コ

デ
ト
ヂ
メ
タ
ト
云
心
也
。
応
二ス

前　
ノ

︱
︱
一ニ

ト
云
点
ア
リ
。
仁
云
、
是
ハ
心
得
ニ
ク
イ
也
。

前
ノ
点
ガ
ヨ
イ
ト
云
也
。
然
レ
ド
モ
三
ノ
点
ハ
是
也
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
応
二
前　
ノ

関
︱
一ニ

、
三
謂
前
ノ
関
鎖
ト
ハ
、
今
受
其
直
︱
ト
云
ヨ
リ
得
不
恐
而
畏
乎
ト
云
マ

テ
、
九
十
二
字
ノ
文
ヲ
云
歟
ゾ
。（﹃
笑
雲
抄
﹄
や
﹃
仁
月
抄
﹄）

﹃
柳
文
抄
﹄
で
は
、
賃
金
ば
か
り
取
っ
て
使
わ
れ
て
い
な
い
と
解
し
て
い
る
。

﹃
仁
月
抄
﹄
の
某
抄
で
は
、﹁
虚
﹂
に
﹁
イ
タ
ヅ
ラ
ニ
﹂、﹁
的
﹂
に
﹁
マ
サ
シ
ウ
﹂
と
ル
ビ

が
振
っ
て
あ
る
。
存
義
が
徒
に
民
か
ら
禄
を
取
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
人
民
を

治
め
る
道
理
を
知
っ
て
い
る
た
め
、
役
人
の
職
を
悪
く
し
て
は
大
変
で
あ
る
こ
と
を
謹
ん
で

恐
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
。﹁
的
﹂
は
﹁
ま
さ
し
く
﹂
の
意
で
あ
り
、
こ

の
箇
所
が
前
の
﹁
理
に
達
す
る
こ
と
有
る
者
は
、
恐
れ
て
畏
れ
ざ
る
を
得
ん
や
﹂
を
受
け
て

い
る
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
大
事
だ
と
す
る
。
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﹃
一
元
抄
﹄で
は
、存
義
が
民
に
対
し
て
清
廉
潔
白
で
あ
る
こ
と
は
か
く
の
ご
と
く
で
あ
り
、

こ
れ
か
ら
の
存
義
に
対
し
て
も
、
今
ま
で
の
よ
う
に
民
の
物
を
取
り
な
が
ら
民
の
こ
と
を
怠

ら
な
い
方
が
よ
い
と
諭
し
て
い
る
と
す
る
。

湖
月
を
始
め
、
他
の
諸
僧
の
解
釈
も
、
平
等
に
訴
訟
を
取
り
扱
い
、
賦
税
を
平
等
に
集
め
、

何
も
し
な
い
で
税
を
取
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
前
の
文
章
で
述
べ
た
民
に
対
す
る

道
理
を
存
義
が
理
解
し
、
民
に
対
し
て
悪
事
を
行
う
こ
と
を
謹
み
恐
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白

だ
と
解
し
て
い
る
。

こ
の
箇
所
の
本
文
に
つ
い
て
、﹃
古
文
真
宝
﹄
の
注
に
﹁
謝
云
、
応
前
関
鎖
。﹂
と
あ
る
。

﹃
仁
月
抄
﹄
の
某
抄
で
は
、﹁
前
に
応
じ
て
関
鎖
す
﹂
と
読
み
、﹁
理
に
達
す
る
こ
と
有
る
者
は
、

恐
れ
て
畏
れ
ざ
る
を
得
ん
や
﹂
に
応
じ
、
閂
を
下
ろ
し
、
鎖
子
を
下
ろ
す
よ
う
に
、
前
に
言
っ

た
こ
と
を
閉
じ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
笑
雲
清
三
は
﹁
前
の
関
鎖
に
応
ず
﹂
と
読
ん
で
い
る

が
、
仁
如
は
﹁
前
に
応
じ
て
関
鎖
す
﹂
と
訓
じ
た
方
が
よ
い
と
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

笑
雲
清
三
も
本
文
注
に
対
し
て
、
こ
の
箇
所
で
い
っ
た
ん
文
を
纏
め
る
の
に
、
前
の
文
章

の
内
容
は
﹁
今
受
其
直
﹂
よ
り
﹁
得
不
恐
而
畏
乎
﹂
ま
で
の
九
十
二
字
で
あ
る
と
す
る
。
笑

雲
の
指
す
前
の
文
章
は
広
範
囲
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
で
あ
る
と
言
え
る
。

④
第
四
段
落

「
吾
賤
し
く
且
つ
辱
め
ら
れ
、
考
積
幽
明
の
説
に
与
る
こ
と
を
得
ず
。」

・
我
賤
︱
、
底
意
ハ
面
白
イ
。
天
下
為
吏
、
取
賃
不
平
民
、
禍
者
ヲ
ハ
上
位
ノ
人
カ
罸
ス

ヘ
キ
也
。
民
ハ
上
下
位
定
故
ニ
エ
罸
セ
ヌ
也
。
考
明
幽
ヲ
黜
ケ
明
ヲ
渉
テ
ノ
意
。
口
ノ

載
肉
崇
酒
也
。
酒
肉
テ
賞
ス
ル
也
。（﹃
柳
文
抄
﹄﹃
民
博
本
﹄）

・
我
賎
故
ニ
、
不
与
試
レ
人
論
功
之
官
一ニ

、
故
論
其
功
一ヲ

、
其
官
ヲ
得
シ
ム
ル
コ
ト
不
得
也
。

（﹃
民
博
本
﹄）

・
黜
レケ

幽　
ヲ

陟ク
ルレ
明　
ヲ

之
義
也
。
賞
善
治
、
三
年
一
度
遷
官
。（﹃
東
北
本
﹄）

・
吾
賎
︱
、
第
五
截
也
。
或
四
段
。
吾
ハ
柳
也
。
柳
子
厚
ガ
謙

ヘ
リ
ク
ダ
ルノ

辞
ゾ
。
未ザル
レ

為
　
タ
タ
ラ

二

顕

仕
一

ノ
方
ゾ
。
柳
子
厚
ハ
賎
シ
テ
、
又
タ
辱
ハ
ヂ
シ
メラ
レ
タ
ル
者
也
。
未
タ
ア
ラ
ハ
ニ
、
官
ニ

モ
ナ
リ
ア
ガ
ラ
ヌ
ホ
ド
ニ
云
也
。
不
得
︱
、
尚

舜
ノ
臣
下
ニ
云
テ
キ
カ
セ
タ
語
也

書
舜
典
曰
、
三
載歳也
考
レ フ

セ
キ
ヲ

績
、
三
考

　
シ
テ

黜チ
ユ
ツ

二

陟
チ
ヨ
ク
ス

幽
明
一ヲ

。
庶
績セ

キ

咸ミ
ナ

熙
ヒ
ロ
マ
ル。

分
二

北
ハ
イ
ス

三
苗
一ヲ

云
々
。
正
義　

ニ

曰
、
三
年
一
閏シ

テ
、
天
道

成　
ル

。
人
亦
可
二

以　
テ

成　
ス

一
レ

功　
ヲ

。
故　

ニ

以
二テ

三
年
一ヲ

考
二

校
其　

ノ

功
之ノ

　

成
否
一ヲ

也
。
九
年　

ニ

三
ミ
タ
ビ

考
則

　
ン
ハ

人
之
能
否
可
レ

知ン
ヌ

。
幽
明
有
レ

別
ワ
カ
ツ
コ
ト、

黜　
ケ

二

退　
ケ

其　
ノ

幽　
ナ
ル者

一ヲ

、
或　

ハ

奪
二イ

其　
ノ

官
爵
一ヲ

、
或　

ハ

徙
二ス

之　
ヲ

遠
方
一ニ

。
升ア

ゲ
二

進
ス
ス
ム

其　
ノ

明　
ナ
ル

者　
ノ

一 ヲ

、
或　

ハ

益
二シ

其　
ノ

土
地
一ヲ

、
或　

ハ

進ス
ス
ム二

其　
ノ

爵
位
一ヲ

也
。
黜
陟
ト
ハ
黜
シ
リ
ゾ
ケ

レ

幽　
ヲ

陟
ス
ス
ム
ルレ

明
メ
イ
ヲ

也

ア
グ
ル

。
考
カ
ン
ガ
ウ
セ
キ
ヲ

レ

績
、
韻
会
ノ
勣セ
キ

ノ
字
ノ
注
ニ
勣
ハ
功
也
。
事
業
也
。
集
韻
ニ
通

シ
テ
作
レ
績
ト
ア
ル
ホ
ド
ニ
、
績
ハ
功
ト
云
心
也
。
績
ハ
成
也
。
考
カ
ン
ガ
ウ
セ
キ
ヲ

レ
績
ト
ハ
考
カ
ン
ガ
ウレ

功　
ヲ

ト

云
心
也
。
サ
テ
幽
ハ
ワ
ル
イ
方
ヲ
云
。
或
ハ
官
爵
ヲ
ハ
ガ
レ
、
遠
方
ニ
ウ
ツ
サ
レ
テ
、

黜
退
セ
ラ
ル
ル
ヲ
幽
ト
云
ホ
ド
ニ
、
功
ヲ
考
ル
ニ
、
ナ
ン
ノ
功
モ
ナ
イ
物
ヲ
如
レ

此
ス

ル
ヲ
幽
ト
云
也
。
明
ト
云
ハ
、
ソ
ノ
功
ヲ
考
テ
功
ア
ル
人
ニ
ハ
官
爵
ヲ
ス
ス
メ
、
土
地

ヲ
マ
シ
テ
、
地
行
ヲ
ヤ
リ
ス
ル
ヲ
明
ト
云
ホ
ド
ニ
、
功
ナ
ツ
テ
ヨ
イ
方
也
。
言
ハ
柳
子

厚
ハ
今
マ
天
子
ニ
辱
レ
テ
、
遠
国
ノ
ハ
テ
ヘ
流
レ
テ
、
永
州
ノ
司
馬
ニ
ナ
リ
テ
、
高
官

ニ
ア
ガ
ラ
ズ
、
賎
イ
ナ
リ
デ
イ
ル
ホ
ド
ニ
、
考
レル

績　
ヲ

之
功
、
或
ハ
ワ
ル
イ
幽

シ
リ
ゾ
ク

ヲ
シ
リ
ゾ
ケ
黜

チ
ュ
ツ 

退タ
イ

シ
、
或
ハ
ヨ
イ
功
ア
ル
明
ヲ
升ア

ゲ

進
ス
ス
ム
ルコ

ト
ヲ
ト
リ
ア
ツ
カ
ウ
コ
ト
ヲ
説ト

ク

ヤ
ウ
ナ
身
上
デ

ハ
ナ
イ
ホ
ド
ニ
、
存
義
ノ
如
キ
功
ア
ル
人
ヲ
モ
ス
ス
メ
ア
グ
ル
コ
ト
モ
ナ
ラ
ヌ
。
口
惜

也
。
若
シ
考
績
之ノ

功
ノ
ヨ
イ
ア
シ
イ
ヲ
ト
リ
ア
ツ
カ
ワ
バ
、
此
ノ
存
義
ド
ノ
ヲ
ス
ス
メ

ア
ゲ
ウ
ズ
ル
者
ノ
ヲ
、
ソ
ノ
様
ナ
コ
ト
ヲ
ト
リ
ア
ツ
カ
ウ
コ
ト
ハ
エ
セ
ヌ
身
ヂ
ヤ
ホ
ド

ニ
、
セ
メ
テ
今
マ
存
義
ヨ
ソ
ヘ
往
ク
ホ
ド
ニ
、
ハ
ナ
ム
ケ
ニ
存
義
ド
ノ
ニ
賞
翫
サ
セ
マ

イ
ラ
ス
ル
ニ
、
酒
ト
サ
カ
ナ
ニ
ハ
肉
ト
ヲ
ス
ス
ム
ル
也
。
御
賞
翫
ア
レ
。（﹃
仁
月
抄
﹄・

傍
線
部
﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄）

・
不
得
考
績
︱
、
上
ヲ
再
釈
シ
テ
云
ニ
、
三
年
一
考
ト
云
テ
、
ド
コ
ノ
守
ニ
成
ル
者
モ
三

年
居
レ
ハ
、
善
悪
ガ
ア
ラ
ハ
ル
ル
ソ
。
天
地
モ
三
年
一
閏
ア
ル
ゾ
。
一
考
ス
ル
ゾ
。
人

モ
此
ノ
心
ソ
。
九
年
守
ヲ
持
テ
ハ
、三
度
マ
テ
功
勲
ヲ
考
ル
ゾ
。
績
ト
云
モ
功
ノ
心
ソ
。

幽
ハ
セ
イ
バ
イ
悪
方
ゾ
。
明
ハ
善
方
ゾ
。
黜
ハ
幽
暗
ナ
ル
守
ヲ
ハ
黜
ク
ル
方
ゾ
。
陟
ト
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ハ
明
察
ナ
ル
善
ヲ
バ
陟
ア
ク
ル

方
ゾ
。
総
シ
テ
人
ニ
ハ
一
旦
交
タ
分
テ
ハ
出
処
進
退
ガ
懇
ニ
難

レ

知
者
ゾ
ホ
ド
ニ
、
守
護
モ
九
年
之
間
ニ
三
考
シ
テ
善
悪
ヲ
分
別
ス
ル
也
。
上
ノ
云
心

ハ
、
柳
子
厚
ガ
此
時
分
ハ
永
州
ノ
ハ
テ
ニ
謫
セ
ラ
レ
テ
居
ル
ホ
ド
ニ
、
人
ヲ
択
テ
幽
明

ヲ
考
績
ス
ル
コ
ト
ヲ
、
天
子
ヨ
リ
命
セ
ラ
ル
ル
様
ナ
コ
ト
モ
ナ
キ
ホ
ド
ニ
、
存
義
ヲ
引

上
ケ
テ
高
位
高
官
ニ
成
シ
、
禄
ヲ
モ
申
シ
テ
与
ヘ
ン
体
モ
無
キ
吾
カ
体
ソ
。
故
ニ
酒
肉

ニ
ソ
ヘ
テ
此
序
ヲ
カ
イ
テ
送
ル
カ
、
吾
カ
真
実
ノ
義
ヂ
ヤ
ホ
ド
ニ
辞
ヲ
添
テ
マ
イ
ラ
ス

ル
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
吾
賎
且
辱
︱
、
柳
ハ
此
時
ニ
シ
カ
シ
カ
ト
シ
タ
。
官
ニ
居イ
ヌ

ホ
ド
ニ
賎
シ
テ
且
辱
ソ
。
特

ニ
永
州
ニ
貶
セ
ラ
レ
タ
時
ソ
。
君
ノ
辱
メ
ヲ
蒙
タ
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
澄
云
、
柳
ガ
自
序
ヲ
云
ソ
。
吾
ナ
リ
ハ
賎
ハ
カ
リ
デ
モ
ナ
ク
、
コ
ノ
ゴ
ロ
ハ
天
子
ノ
御

意
ニ
チ
ガ
ウ
テ
ハ
ヂ
シ
メ
ラ
レ
テ
永
州
ヘ
ナ
ガ
サ
レ
タ
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
湖
云
、
吾
賎
︱
、
柳
ニ
吾
ハ
性
賎
シ
ク
シ
テ
、
永
州
ノ
ハ
テ
ヘ
流
レ
タ
ゾ
。
辱
ト
ハ
天

子
ニ
辱
メ
ラ
レ
テ
流
タ
ゾ
。
柳
ガ
謙
辞
ゾ
。
不
得
︱
、
柳
今
永
州
ノ
ハ
テ
ニ
有
ル
ホ
ド

ニ
、
人
ヲ
択
ン
デ
黜
罸
幽
明
セ
ヨ
ト
、
天
子
ヨ
リ
命
ノ
有
ル
事
モ
無
キ
ホ
ド
ニ
、
存
義

ニ
禄
ヲ
モ
申
シ
テ
高
官
ニ
置
ク
コ
ト
モ
エ
セ
ヌ
ゾ
ト
云
フ
心
ゾ
。
只
ダ
酒
肉
ヲ
以
テ
之

ヲ
餞
シ
テ
重
ヌ
ル
ニ
、
此
一
篇
ノ
序
ヲ
以
テ
、
送
行
ノ
餞
ニ
シ
タ
計
ヂ
ヤ
ゾ
ト
云
フ
意

ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
松
云
、
子
厚
自
言
吾
賎
且
辱
、
未
為
顕
仕
、
不
得
預
列
。
以
考
在
官
、
君
子
如
存
義
者

之
績
、
黜
罸
幽
明
、
以
為
顕
晦
之
弁
。（
松
云
ふ
、
子
厚
自
ら
吾
賎
し
く
且
つ
辱
し
め

ら
る
と
言
ふ
は
、
未
だ
顕
仕
を
為
さ
ず
、
列
に
預
る
こ
と
を
得
ざ
れ
ば
な
り
。
考
を
以

て
官
に
在
ら
ば
、
君
子
は
存
義
の
如
き
者
の
績
を
ば
、
幽
明
を
黜
罸
し
、
以
て
顕
晦
の

弁
を
為
さ
ん
。）（﹃
笑
雲
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄）

・
一
抄
云
、
吾
賎
︱
、
コ
レ
カ
ラ
柳
ガ
我
ガ
事
ゾ
。
幽
明
︱
、
幽
ハ
悪
者
ゾ
。
ソ
レ
ヲ
ハ

退
テ
爵
禄
ヲ
奪
フ
ベ
キ
ゾ
。
明
ハ
賢
人
君
子
ゾ
。
其
ヲ
ハ
官
位
ヲ
挙
グ
ル
ゾ
。
績
ハ
功

ゾ
。
明
カ
ナ
ル
者
ヲ
バ
挙
ゲ
ツ
ナ
ン
ド
セ
ン
ガ
、
我
朝
在
ラ
ヌ
ホ
ド
ニ
、
ソ
チ
ヲ
挙
用

ヲ
モ
エ
セ
ヌ
ガ
口
惜
ゾ
。（﹃
一
元
抄
﹄﹃
笑
雲
抄
﹄・
傍
線
部
﹃
仁
月
抄
﹄）

・
考
績
ト
ハ
、
功
ヲ
カ
ン
カ
ユ
ル
也
。
績
ハ
功
也
。
幽
ハ
悪
也
。
明
ハ
善
也
。
善
ヲ
陟ア
ケ

、

悪
ヲ
黜
ル
也
。
言
ハ
天
下
ノ
宰
相
ト
ナ
ツ
テ
人
ノ
功
ヲ
カ
ン
カ
ヘ
、
善
悪
ニ
ヨ
ツ
テ
人

ヲ
ア
ケ
、
シ
リ
ソ
ク
ル
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ハ
シ
ラ
ヌ
ソ
。
言
ハ
三
年
ニ
カ
ン
カ
ヘ
テ
、
其
国

ヲ
ヨ
ク
サ
ダ
メ
タ
ガ
、
ヲ
サ
メ
エ
ヌ
カ
ヲ
シ
ツ
テ
、
ヨ
ク
ヲ
サ
メ
タ
人
ナ
レ
ハ
、
又
国

ノ
カ
ス
ヲ
マ
ス
。
ア
シ
キ
ヲ
ハ
、
官
ヲ
ヤ
ム
ル
ソ
。
左
様
ノ
コ
ト
ハ
、
ワ
レ
カ
ワ
サ
ニ

ア
ラ
ス
。
零
陵
ノ
令
ニ
ナ
リ
タ
ル
時
ヨ
リ
ヲ
サ
メ
タ
コ
ト
ハ
カ
ク
レ
ナ
ケ
レ
ト
モ
、
国

ヲ
マ
シ
、
官
ヲ
マ
ス
コ
ト
ハ
ナ
ラ
ス
。
セ
メ
テ
ノ
コ
ト
ニ
酒
ヲ
ノ
マ
セ
、
此
辞
ヲ
以
テ

送
也
。
カ
ヤ
ウ
ニ
酒
ノ
コ
ト
、
序
ノ
コ
ト
、
上
ノ
件
ヨ
リ
引
出
サ
ル
ル
ヤ
ウ
ニ
書
テ
、

発
端
ノ
載
肉
于
俎
崇
酒
于
觴
ト
云
句
ニ
応
ス
ル
ソ
。心
ヲ
ツ
ケ
テ
見
ヨ
。（﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄）

・
吾
賎
︱
、
我
不
レ

用
身
チ
ヤ
ホ
ト
ニ
、
貴
方
ヲ
賞
翫
セ
ヌ
口
惜
ソ
。
考
績
有
迹
曰
、
続

一
所
ノ
代
官
ナ
ン
ト
ス
ル
人
カ
一
年
ハ
未
定
、
二
年
目
モ
未
熟
也
。
三
年
ニ
其
功
ア
ラ

ハ
ル
ル
ソ
。（﹃
彦
龍
抄
﹄）

・
注
、
書
舜
︱
、
三
載
考
レ
績
ト
ハ
、
考
レ
功
ト
云
心
也
。
コ
コ
ハ
三
年
ニ
一
度
考
レ
功
之

義
也
。
次
ノ
三
載
ノ
載
ハ
ア
ヤ
マ
リ
也
。
コ
コ
ハ
三
年
ニ
一
度
ツ
ツ
三
度
考
ト
云
義
ソ
。

九
年
ノ
義
也
。
三
ミ
タ
ビ

考
黜
チ
ユ
ツ

二

陟
チ
ヨ
ク
ス︱

一ヲ

ト
ナ
ヲ
ス
ベ
キ
也
。﹃
仁
月
抄
﹄

・
松
云
、考
核
実
也
。
三
考
九
載
也
。
九
載
則
人
之
賢
否
、事
之
得
失
可
見
。
於
是
陟
其
明
、

而
黜
其
幽
、
賞
罸
明
。
信
人
力
於
事
功
、
此
所
以
庶
績
咸ミ
ナ

煕
ヒ
ロ
マ
ル

也
。（
松
云
ふ
、
考
は

核
実
な
り
。
三
考
は
九
載
な
り
。
九
載
は
則
ち
人
の
賢
否
、
事
の
得
失
見
る
べ
し
。
是

に
於
て
其
の
明
を
陟
け
、
其
の
幽
を
黜
く
れ
ば
、
賞
罸
明
な
り
。
人
の
力
を
事
功
に
信

す
。
此
れ
庶
績
の
咸
煕
ま
る
所
以
な
り
。）（﹃
笑
雲
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄）

・
一
抄
云
、
三
載
︱
、
天
地
ノ
数
ハ
三
年
一
閏
、
五
年
再
閏
、
七
年
三
閏
テ
、
天
地
モ
変

考
ス
ル
ゾ
。（﹃
一
元
抄
﹄﹃
仁
月
抄
﹄﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
湖
云
、
三
載
︱
ト
ハ
、
人
ノ
ヨ
イ
ソ
、
悪ア
シ

イ
ソ
ト
功
ヲ
考
ル
コ
ト
モ
、
一
旦
ニ
ハ
不
レ

成
モ
ノ
ソ
。
人
ノ
善
悪
ヲ
三
年
見
テ
知　
ル

レ

之　
ヲ

者
ゾ
。
績
ハ
功
也
。
三
考
︱
ト
云
ハ
、
三
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載
考
︱
ヲ
三
ツ
重
カ
サ
ヌ
ルホ
ド
ニ
九
年
也
。
九
年
能
考
レ

功
、
サ
テ
幽
ナ
悪
イ
者
ヲ
バ
黜
ソ
。

明
ナ
好
キ
者
ヲ
バ
陟
ア
グ
ル
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
三
　
　
タ
ビ

載
カ
ン
ガ
ヘ
テ

黜
二

陟　
ス

幽
明
一

、
梅
云
、
載
字
尚
書
注
作
考
。
柳
文
注
与
尚
書
同
。
孔
安
国

尚
書
注
云
、
三
年
有
成
功
、
故
以
考
功
、
九
歳
則
能
否
幽
明
有
レ

別
ワ
カ
ツ
コ
ト、

黜
二ケ

退
其　
ノ

幽
　
ナ
ル 

者
一ヲ

、
升ア
ゲ

二
進　
ム

其　
ノ

明
　
ナ
ル 

者
一ヲ

。（﹃
仁
月
抄
﹄﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
注
三
載
黜
陟
幽
明
ト
ハ
、
三
載
一
考
ト
テ
三
年
一
度
京
ヘ
上
テ
筭
用
ナ
ン
ト
ヲ
シ
、

三
三
九
、
九
年
目
ニ
能
治
レ
ハ
官
ヲ
ア
ケ
ラ
ル
ル
ヲ
陟
明
ノ
方
ニ
ト
ル
。
又
九
年
目
ニ

治
悪
ケ
レ
ハ
、
退
ラ
ル
ル
黜
幽
ノ
方
ニ
ト
ル
。（﹃
彦
龍
抄
﹄）

・
三
載
ハ
三
歳
也
。
三
歳
ニ
一
度
人
ノ
功
ヲ
ア
ラ
タ
メ
見
ル
ソ
。
又
三
年
ニ
一
度
善
人
ヲ

ア
ゲ
、
悪
人
ヲ
シ
リ
ソ
ク
ル
ソ
。
コ
レ
ハ
天
下
ノ
宰
相
ノ
ワ
サ
也
。（﹃
活
字
抄
Ⅰ
﹄）

﹃
柳
文
抄
﹄で
は
、こ
の
底
意
は
面
白
い
。
天
下
に
役
人
と
な
っ
て
賃
金
を
も
ら
い
な
が
ら
、

民
の
禍
を
治
平
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
者
に
対
し
て
は
、
上
の
者
が
罰
す
る
べ
き
で
あ
る
。

民
は
上
下
の
身
分
が
定
ま
っ
て
い
る
の
で
、
罰
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
箇
所
は
暗
愚

を
退
け
、明
察
を
挙
げ
る
と
い
う
意
で
あ
る
。
最
後
に
、文
の
始
め
に
﹁
載
肉
崇
酒
﹂
と
あ
っ

た
、
酒
と
肉
で
も
て
な
す
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。

﹃
仁
月
抄
﹄の
某
抄
で
は
、こ
こ
か
ら
第
五
段
と
す
る
説
と
第
四
段
と
す
る
説
が
あ
る
。﹁
吾
﹂

は
柳
宗
元
の
こ
と
で
あ
り
、
へ
り
く
だ
っ
て
い
っ
た
言
葉
で
あ
り
、
い
ま
だ
中
央
よ
り
お
呼

び
が
無
く
、
賎
し
い
身
分
で
辱
め
ら
れ
て
い
る
者
で
あ
る
と
解
す
る
。﹁
考
績
幽
明
の
説
に

与
る
こ
と
を
得
ず
﹂
に
つ
い
て
、﹃
尚
書
﹄
舜
典
に
﹁
三
載
考
レ フ

セ
キ
ヲ

績
、三
考
　
シ
テ

黜
チ
ユ
ツ

二

陟
チ
ヨ
ク
ス

幽
明
一ヲ

。﹂

と
あ
る
の
を
典
拠
と
し
、
そ
の
正
義
を
引
用
し
て
い
る
。
柳
宗
元
が
﹁
舜
が
三
年
に
一
度
諸

官
の
成
績
を
考
査
し
、
帝
業
に
暗
く
て
愚
か
な
者
を
退
け
、
明
る
く
て
賢
い
者
を
昇
進
さ

せ
た
﹂
こ
と
を
、
こ
の
作
品
に
引
用
し
て
い
る
と
す
る
。﹁
績
﹂
は
﹁
功
﹂
の
意
味
で
あ
り
、

功
績
を
考
え
よ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。﹁
幽
﹂
は
悪
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
官
爵
を
剥
が

さ
れ
、
遠
方
に
移
さ
れ
て
退
け
ら
れ
る
こ
と
を
言
う
。﹁
明
﹂
は
そ
の
功
績
を
考
え
て
人
に

官
爵
を
進
め
、
土
地
を
ま
し
て
経
営
を
行
う
こ
と
を
言
う
。
柳
宗
元
は
当
時
遠
方
に
流
さ
れ

て
賎
し
い
身
分
で
あ
り
、
功
績
を
考
え
、
愚
か
な
者
を
退
け
、
優
れ
た
者
を
昇
進
さ
せ
る
こ

と
を
天
子
に
説
く
こ
と
の
出
来
る
人
物
で
は
な
い
。
も
し
自
分
に
そ
の
よ
う
な
官
位
が
あ
れ

ば
、
存
義
の
よ
う
な
功
績
の
あ
る
人
を
薦
め
挙
げ
る
こ
と
も
出
来
る
の
に
、
そ
れ
が
で
き
な

い
の
が
残
念
だ
と
す
る
。
そ
の
代
わ
り
に
せ
め
て
こ
の
送
行
に
当
た
っ
て
酒
と
肉
を
勧
め
る

の
だ
と
す
る
。

ま
た
﹃
仁
月
抄
﹄
の
別
の
某
抄
で
は
、
ど
こ
の
郡
守
と
な
ろ
う
と
も
三
年
居
れ
ば
善
悪
が

現
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
三
年
に
一
度
そ
の
功
績
を
考
え
、
暗
愚
な
守
を
退
け
、
明
察
な
守
を

進
め
挙
げ
る
。
総
じ
て
人
は
た
だ
一
度
の
交
だ
け
で
は
そ
の
人
の
出
処
進
退
を
理
解
し
づ
ら

い
の
で
、
守
護
も
九
年
の
間
に
三
度
考
え
て
善
悪
を
判
断
す
る
と
し
て
、
典
拠
の
﹃
尚
書
﹄

の
解
釈
を
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
柳
宗
元
は
人
の
官
位
を
決
め
る
身
分
で
も
な
く
、
天

子
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
存
義
を
高
位
高
官
に
任
ず
る
こ
と
は

で
き
ず
、
せ
め
て
酒
と
肉
を
添
え
て
こ
の
序
文
を
書
い
て
送
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈

文
は
後
に
挙
げ
る
湖
月
の
解
釈
と
類
似
し
て
い
る
。

他
に
、
柳
宗
元
が
賎
し
い
身
分
で
、
天
子
の
意
に
添
わ
ず
永
州
に
流
さ
れ
た
と
、
背
景
を

付
与
し
た
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、
お
お
よ
そ
解
釈
内
容
に
差
異
は
見
ら
れ
な
い
。
湖
月
信
鏡

の
解
釈
も
同
様
で
あ
る
。﹃
仁
月
抄
﹄
に
は
、
引
用
し
た
者
は
不
明
で
あ
る
が
、﹁
此
ノ
文
、

柳
文
一
部
之
内
、
第
一
之
傑
文
也
ト
云
カ
、
聞キ
キ

コ
ト
ナ
ル
文
章
之
妙
述
ゾ
ト
、湖
月
ノ
説
ゾ
。﹂

と
湖
月
が
こ
の
文
章
を
称
賛
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
﹃
古
文
真
宝
﹄
の
こ
の
箇
所
の
本
文
注
に
は
﹃
尚
書
﹄
舜
典
の
典

拠
が
示
さ
れ
て
い
る
。﹃
仁
月
抄
﹄
の
某
抄
に
は
、
三
年
に
一
度
諸
官
の
功
績
を
考
え
る
と

い
う
意
味
で
あ
り
、
三
年
に
一
度
ず
つ
考
え
、
三
度
考
え
る
こ
と
か
ら
九
年
に
な
る
と
す
る
。

﹃
尚
書
﹄
舜
典
に
つ
い
て
、
桂
林
徳
昌
は
﹃
尚
書
﹄
の
正
義
を
引
用
し
（
こ
こ
で
は
上
述

し
た
た
め
省
略
）、
次
い
で
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
と
し
て
、
三
度
考
え
る
こ
と
で
九
年
と
な

り
、
九
年
の
内
に
人
の
賢
愚
や
事
の
得
失
は
明
ら
か
に
な
り
、
こ
れ
よ
り
明
察
な
る
者
を
挙

げ
、
暗
愚
な
る
者
を
退
け
れ
ば
賞
罰
が
明
ら
か
に
な
る
と
す
る
。
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一
元
抄
で
は
、﹁
閏
﹂
字
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
湖
月
信
鏡
を
始
め
、
他
の
僧
の

解
釈
に
差
異
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、万
里
は﹁
載
﹂字
に
つ
い
て
、﹃
尚
書
﹄の
注
と﹃
五
百

家
本
﹄
の
注
と
校
勘
し
、﹁
考
﹂
字
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

「
其
の
往
く
に
於
い
て
や
、
故
に
賞
す
る
に
酒
肉
を
以
て
し
、
之
に
重
ぬ
る
に
辞
を
以
て
す
、

と
。」・

上
ノ
載
レ
肉
崇
レ
酒
シ
メ
テ
結
ス
。
重
ハ
酒
肉
ト
ニ
重
カ
サ
ヌ
ル

也
。
辞
ハ
上
ニ
云
ヘ
ル
且
告
也
。

（﹃
東
北
本
﹄）

・
重
カ
サ
ヌ
ル
ニレ

之　
ニ

︱
、
酒
肉
ヲ
ス
ス
ム
ル
上ウ
ヘ

ニ
、
此
ノ
序
ヲ
カ
イ
テ
送
行
ツ
カ
マ
ツ
ル
ゾ
。
以
辞

ト
ハ
此
序
ヲ
云
ソ
。
カ
マ
イ
テ
民
ヲ
カ
ワ
イ
ガ
リ
ア
リ
テ
、
ヨ
ク
処
ヲ
ヲ
サ
メ
ラ
レ
ヨ

也
。
重
カ
サ
ヌ
ル
ニレ

之　
ニ

ト
ハ
酒
肉
ノ
外
ニ
ト
云
コ
ト
也
。
賞
ス
ル
ニ
ト
ハ
、
モ
テ
ア
ソ
ブ
也
。
モ

テ
ナ
シ
ニ
ハ
酒
肉
ヲ
以
ス
ト
云
心
也
。（﹃
仁
月
抄
﹄）

・
於
其
︱
、
一
抄
云
、
送
行
ニ
酒
肉
ヲ
以
テ
餞
ニ
シ
テ
、
其
ノ
上
ニ
此
ノ
一
篇
ノ
序
ヲ
カ

イ
テ
送
ソ
。
以
レ
辞
ト
云
ハ
此
序
ヲ
云
ゾ
。（﹃
仁
月
抄
﹄﹃
笑
雲
抄
﹄）

・
於
其
︱
、
我
官
ノ
身
ニ
非
ス
。
酒
一
盃
申
、
作
文
ソ
。
君
子
贈
也
。（﹃
彦
龍
抄
﹄）

﹃
仁
月
抄
﹄
の
某
抄
で
は
、
酒
と
肉
を
勧
め
、
そ
の
上
に
こ
の
序
を
書
い
て
送
行
し
た
と

す
る
。﹁
辞
﹂
と
は
こ
の
序
の
こ
と
を
指
し
、
行
く
先
で
民
を
か
わ
い
が
っ
て
そ
の
地
を
よ

く
治
め
よ
と
、辞
の
概
要
を
解
説
し
て
い
る
。﹁
重
之
﹂
と
は
、酒
や
肉
の
他
に
と
い
う
意
味
、

﹁
賞
﹂
は
も
て
な
す
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
酒
と
肉
を
以
て
も
て
な
し
、
そ
の
上
に
こ
の
辞

を
送
る
と
い
う
意
味
に
な
る
こ
と
を
言
う
。

煩
瑣
に
な
る
た
め
本
稿
に
は
敢
え
て
引
用
し
な
か
っ
た
が
、﹃
仁
月
抄
﹄﹃
笑
雲
抄
﹄
で
は
、

全
般
を
通
し
て
辞
書
を
多
く
引
用
し
て
い
る
。﹁
涯
﹂﹁
切
﹂﹁
飲
食
﹂﹁
而
已
﹂﹁
焉
﹂﹁
然
﹂

﹁
豈
﹂﹁
罸
﹂﹁
達
﹂﹁
蚤
﹂﹁
黜
﹂
等
に
つ
い
て
、﹃
韻
会
挙
要
﹄
や
史
書
の
注
や
﹃
五
百
家
本
﹄

の
注
を
参
照
し
、
そ
の
字
の
音
義
を
調
べ
て
い
る
。
彼
地
の
作
品
を
解
釈
す
る
に
当
た
っ
て

の
、
追
求
す
る
姿
勢
の
一
端
が
察
せ
ら
れ
る
。

ま
と
め

こ
の
﹁
送
薛
存
義
之
任
序
﹂
に
対
す
る
諸
禅
僧
の
評
価
は
極
め
て
高
い
。
そ
の
理
由
は
﹃
古

文
真
宝
﹄
の
本
文
注
に
起
因
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
禅
僧
は
こ
の
作
品
の
み
に
限
ら

ず
、
柳
宗
元
の
作
品
全
般
に
つ
い
て
、
文
章
構
成
が
極
め
て
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
内
容
が

理
解
し
や
す
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
韓
愈
の
文
章
を
あ
ま
り
高
く
評
価
し
て
い

な
い
こ
と
も
着
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

﹃
柳
文
抄
﹄
の
抄
者
は
﹃
古
文
真
宝
﹄
の
諸
注
を
見
て
お
り
、
﹃
古
文
真
宝
﹄
の
抄
者
も

﹃
五
百
家
本
﹄
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
禅
林
に
お
け
る
柳
宗
元
の
作
品
解
釈

を
検
討
す
る
場
合
、
﹃
古
文
真
宝
﹄
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
作
品
に
つ
い
て
は
、
﹃
古
文

真
宝
﹄
の
抄
も
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

作
品
一
編
の
解
釈
を
検
討
し
た
結
果
、
留
意
す
べ
き
点
を
述
べ
る
。
ま
ず
製
作
背
景
に
対

す
る
解
釈
の
仕
方
が
禅
僧
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
薛
存
義
が
零
陵
に
赴
く
に
際
し
て

作
っ
た
と
す
る
解
釈
、
薛
存
義
が
零
陵
の
任
を
終
え
て
こ
れ
か
ら
ど
こ
か
へ
任
と
し
て
赴
く

に
際
し
て
作
っ
た
と
す
る
解
釈
、
薛
存
義
が
零
陵
か
ら
戻
っ
て
ま
た
零
陵
に
帰
っ
て
い
く
に

際
し
て
作
っ
た
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
薛
存
義
が
零
陵
の
任
を
終
え
て
こ
れ
か
ら
ど
こ
か
へ

任
と
し
て
赴
く
に
際
し
て
作
っ
た
と
す
る
解
釈
を
支
持
す
る
禅
僧
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
解
釈
が
妥
当
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

内
容
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
諸
抄
に
大
き
な
差
異
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
第
二

段
落
の
﹁
向
﹂
の
読
み
方
や
、
第
三
段
落
の
﹁
平
﹂
の
意
味
が
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
平

等
・
平
均
に
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
で
若
干
の
差
異
が
見
ら
れ
る
箇
所
も
存
す
る
が
、
解

釈
の
内
容
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
柳
宗
元
が
用
い
て
い
る
典
拠
に
つ
い
て

深
く
追
究
し
解
釈
し
て
い
る
。
禅
僧
が
典
拠
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

諸
抄
間
の
関
係
に
つ
い
て
、
既
発
表
の
論
考
で
既
に
触
れ
た
点
で
あ
る
が
、﹃
柳
文
抄
﹄
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と
﹃
民
博
本
﹄
は
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。﹃
古
文
真
宝
﹄
の

抄
に
つ
い
て
は
、﹃
仁
月
抄
﹄
と
﹃
活
字
抄
Ⅱ
﹄、
一
元
光
演
が
関
係
し
て
い
る
﹃
一
元
抄
﹄

と
﹃
笑
雲
抄
﹄
と
﹃
仁
月
抄
﹄
が
深
い
関
係
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
﹃
一
元
抄
﹄
の
奥

書
に
あ
る
よ
う
に
、
一
元
は
桂
林
徳
昌
よ
り
受
け
た
影
響
が
強
い
こ
と
も
言
え
よ
う
。
こ
の

作
品
読
解
を
通
じ
て
室
町
時
代
の
末
期
に
﹃
古
文
真
宝
﹄
が
盛
ん
に
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
っ
た
。
今
後
さ
ら
に
﹃
古
文
真
宝
﹄
の
作
品
読
解
を
通
じ
て
、
そ
の
諸
抄
の
関
係
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
。

注①
拙
稿
﹁
日
本
中
世
禅
林
に
お
け
る
柳
宗
元
受
容
の
研
究
︱
初
期
の
場
合
︱
﹂
（
﹃
中
国
古

典
文
学
研
究
﹄
第
五
号　

平
成
十
九
年
）
・
拙
稿
﹁
日
本
中
世
禅
林
に
お
け
る
柳
宗
元
受

容
︱
そ
の
過
程
と
問
題
点
︱
﹂
（
﹃
愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀
要
﹄
第
五
十
五
巻　

平
成

二
十
年
）
・
拙
稿
﹁
柳
宗
元
を
学
ん
だ
禅
僧
た
ち
︱
韓
愈
と
の
比
較
︱
﹂
（
﹃
漢
籍
と
日

本
人
２
﹄
︿
﹃
ア
ジ
ア
遊
学
﹄
第
一
一
六
号
﹀
平
成
二
十
年
）
・
拙
稿
﹁
日
本
中
世
禅
林

に
お
け
る
柳
宗
元
受
容
の
研
究
︱
中
期
の
場
合
︱
﹂
（
﹃
愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀
要
﹄
第

五
十
六
巻　

平
成
二
十
一
年
）

②
拙
稿
﹁
日
本
中
世
禅
林
に
お
け
る
柳
文
解
釈
︱
﹁
乗
桴
説
﹂
に
つ
い
て
︱
﹂
（
﹃
中
国
古

典
文
学
研
究
﹄
第
七
号　

平
成
二
十
一
年
）

③
﹃
柳
文
抄
﹄
（
両
足
院
叢
書　

京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編　

臨
川
書
店

二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

④
拙
稿
﹁
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
﹃
柳
文
抄
﹄
の
編
纂
者
に
つ
い
て
︱
国
立
民
俗
博
物
館
所
蔵

五
山
版
﹃
新
刊
五
百
家
註
音
弁
唐
柳
先
生
集
﹄
書
き
入
れ
者
と
の
関
係
︱
﹂
（
﹃
国
語
国

文
﹄
第
七
十
八
巻
第
一
号　

平
成
二
十
一
年
）

④


